
文教警察委員会会議記録

文教警察委員長 嶋 幸一

１ 日 時

平成２９年３月２３日（木） 午後２時０２分から

午後５時１２分まで

２ 場 所

第２委員会室

３ 出席した委員の氏名

嶋幸一、二ノ宮健治、濱田洋、末宗秀雄、井上伸史、馬場林、堤栄三

４ 欠席した委員の氏名

な し

５ 出席した委員外議員の氏名

原田孝司

６ 出席した執行部関係の職・氏名

教育長 工藤利明、警察本部長 松坂規生 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）第１号議案のうち本委員会関係部分については、可決すべきものと賛成多数をもって決

定した。第４３号議案から第４５号議案までについては、可決すべきものと、第１号報告

については、承認すべきものと、いずれも全会一致をもって決定した。

継続請願１０、継続請願１１及び請願２７については、不採択とすべきものといずれも

賛成少数をもって決定した。

（２）第１７号議案については、可決すべきものと総務企画委員会に回答することを全会一致

をもって決定した。

（３）大分県道路交通法施行細則の一部改正について、「芯の通った学校組織」推進プラン第

２ステージ～大分県版「チーム学校」実現プラン～についてなど、執行部から報告を受け

た。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課委員会班 課長補佐 工藤ひとみ

政策調査課調査広報班 主幹 内田潔



文教警察委員会次第

日時：平成２９年３月２３日（木）１４：００～

場所：第２委員会室

１ 開 会

２ 警察本部関係 １４：００～１５：００

（１）付託案件の審査

第 １号議案 平成２９年度大分県一般会計予算（本委員会関係部分）

第 ４５号議案 大分県地方警察職員定数条例の一部改正について

請 願 ２７ 「共謀罪」の新設に反対する意見書の提出について

（２）諸般の報告

①大分県道路交通法施行細則の一部改正について

（３）その他

３ 教育委員会関係 １５：００～１６：３０

（１）合議案件の審査

第 １７号議案 職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例等の一部改正について

（２）付託案件の審査

第 １号議案 平成２９年度大分県一般会計予算（本委員会関係部分）

第 ４３号議案 大分県立学校いじめ対策委員会条例の制定について

第 ４４号議案 平成２９年度における県立スポーツ施設建設事業に要する経費の市町

村負担について

第 １号報告 損害賠償の額の決定について

継続請願 １０ 国の責任で３５人学級の推進を求める意見書の提出について

継続請願 １１ 大分県独自で少人数学級の拡充を求めることについて

（３）諸般の報告

①「芯の通った学校組織」推進プラン第２ステージ

～大分県版「チーム学校」実現プラン～について

②大分県立南石垣支援学校における事故調査委員会の経過と予定について

③埋蔵文化財センターの概要について

④平成２８年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果及び平成２８年度大分県児童

生徒の体力・運動能力等調査結果について

⑤大分県帰国・外国人児童生徒受入れマニュアルについて

（４）その他

４ 協議事項 １６：３０～１６：４０

（１）その他

５ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

嶋委員長 ただいまから文教警察委員会を開

きます。

審査の都合上、予算特別委員会の分科会も

併せて行いますので、御了承願います。

本日は、委員外議員として原田議員が出席

されています。

さて、本日審査いただく案件は、今回付託

を受けました議案４件、報告１件、合議１件

及び請願１件並びに前回継続審査となりまし

た請願２件であります。

この際、案件全部を一括議題とし、これよ

り警察本部関係の審査を行います。

初めに、第１号議案平成２９年度大分県一

般会計予算のうち警察本部関係部分について、

執行部の説明を求めます。

加門警務部長 第１号議案平成２９年度大分

県一般会計予算のうち、警察本部関係につい

て御説明いたします。

お手元の大分県議会定例会議案の１３ペー

ジをお開きください。

第９款警察費の総額は２７４億４，３９６

万５千円でございます。

先般の予算特別委員会で、おおいた創生加

速枠事業等については本部長から御説明いた

しましたので、本日はそれ以外の事業につい

て御説明いたします。

それでは、別冊の平成２９年度予算に関す

る説明書４２５ページをお開きください。

目ごとに御説明いたします。まず、第１項

警察管理費の第１目公安委員会費８２７万１

千円は、中ほどの事業名欄、上段の委員報酬

６７８万円とその下の公安委員会運営費１４

９万１千円でございます。

第２目警察本部費は、２２１億６，２７４

万８千円でございます。

４２６ページをお開きください。中ほどの

事業名欄、上から２番目の警察運営費１４億

４，４９３万９千円のうち補助事業は、右側

の説明欄に列挙されているとおりです。

交通安全活動推進事業費補助１８４万円は、

公益財団法人大分県交通安全協会に対し、防

犯活動推進事業費補助２２４万円は、公益財

団法人大分県防犯協会に対し、山岳遭難対策

事業費補助４４万円は、大分県山岳遭難対策

協議会に対し、交通事故防止対策事業費補助

１６７万円は、自動車安全運転センターに対

しそれぞれの団体が実施する事業への補助金

として交付するものでございます。

一番下、警察職員貸与被服調製費１億１，

９９７万３千円は、警察官の制服等の調製経

費でございます。

４２７ページを御覧ください。説明欄、警

察運営諸費１０億６，３０８万９千円は、職

員の健康管理経費、庁舎の光熱水費等の経常

的な経費でございます。

次に、第３目装備費３億５，０２２万１千

円は全額、事業名、警察装備費でございます。

右側の説明欄に記載のヘリコプター資機材

等整備事業費９，３５４万５千円は、ヘリコ

プターの特別点検等に係る経費でございます。

以下、車両等の維持修繕費、燃料費及び装

備備品の購入費等でございます。

４２８ページをお開きください。第４目警

察施設費は３０億２，３２８万４千円でござ

います。事業名欄、上から３番目の交番・駐

在所建設費１億１８３万７千円は、交番・駐

在所再編計画に基づき、坂ノ市地区の５駐在

所を統合して新たに交番を新設するとともに、

佐賀関幹部交番を廃止して複数警察官配置の

駐在所を設置するものでございます。

４２９ページを御覧ください。警察施設改

修費２，１８１万３千円は、警察施設のうち、

経年劣化が著しい施設について改修を行うも

のでございます。

その３つ下、交通安全施設維持管理費３億

７，２６４万７千円は、信号機等の電気料、
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回線専用料及び保守管理委託料等の交通安全

施設の維持管理経費でございます。

その下、警察庁舎等維持修繕費３，７７４

万４千円は、警察署、交番、駐在所等の維持

修繕に要する経費でございます。

第５目運転免許費５億９，８３９万２千円

は全額、事業名、自動車運転免許事務費でご

ざいます。

説明欄、上から２番目以下、更新時講習業

務及び処分者講習業務の委託料と運転免許セ

ンターの維持管理に要する諸費でございます。

４３０ページをお開きください。第６目恩

給及退職年金費４，４８１万６千円は全額事

業名、警察恩給費で、昭和３７年１１月以前

に退職した警察職員及びその遺族、合計４７

人に対して支給するものでございます。

４３１ページを御覧ください。第２項警察

活動費１２億５，６２３万３千円は全額、第

１目警察活動費でございます。

事業名欄、上から２番目の一般警察活動費

は、５億２，６７３万８千円でございます。

説明欄、上から２番目の防犯ボランティア

連携強化事業費２６８万１千円は、犯罪抑止

に大きく貢献しているものの隊員の高齢化が

進んでいる自主防犯パトロール隊等の活動に

若い世代の参加を促進するなど、活動の活性

化を図るものでございます。

その２つ下、空き交番・県民安全相談対策

事業費６，３２８万円は、空き交番の解消と

パトロールの強化を図るため交番相談員２０

名を、また、警察安全相談への適切な対応を

図るため大分中央警察署等に警察安全相談員

８名を、それぞれ継続配置するものでござい

ます。

４３２ページをお開きください。説明欄、

一番上、被害者支援事業費７２２万９千円は、

公益社団法人大分被害者支援センターに相談

・支援事業及び講演会等の開催事業を委託す

るものでございます。

その下、電話専用料等通信運搬費、旅費、

留置人賄料等は、それぞれ一般警察活動に要

する経常的な経費でございます。

次に事業名、刑事警察費は２億６，０３２

万５千円でございます。

説明欄に記載の捜査支援システム整備事業

費５，９３８万８千円は、通過する自動車の

ナンバーを自動的に読み取り、手配車両のナ

ンバーと照合する自動車ナンバー自動読取シ

ステムの機器リース料、回線料、電気料等の

維持管理経費でございます。

その下、少年非行防止活動推進事業費７３

６万３千円は、少年補導員への謝金やシンナ

ー検知器の購入費等、青少年の非行防止活動

に要する経費でございます。

以下、報償費、捜査、防犯、鑑識等旅費等

につきましては、刑事警察活動に要する経常

的な経費でございます。

４３３ページを御覧ください。事業名、交

通指導取締費は、４億４，３４３万８千円で

ございます。

説明欄上から２番目、１１０番通信指令シ

ステム管理事業費１億３，１５７万７千円は、

１１０番通信指令システムのリース料でござ

います。

説明欄２つ下、交通事故抑止強化対策推進

費６８６万３千円は、交通事故防止に向けた

啓発活動用の反射材の購入費や若年運転者に

対する体験型講習の開催経費等でございます。

その２つ下、違法駐車対策推進事業費４，

５９５万９千円は、放置駐車違反管理システ

ム機器等の借上げ並びに放置駐車違反車両の

確認及び確認標章の取付けに関する事務の委

託等に要する経費でございます。

以下、報償費、旅費等につきましては、交

通警察活動等に要する経常的な経費でござい

ます。

以上で説明を終わります。

御審議のほど、よろしくお願いいたします。

嶋委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

堤委員 ４点に渡ってお伺いをいたします。

１つは、先日、予算特別委員会の中での刑

事警察費の中のカメラリース料の関係であり

ます。大分県警の別府署における隠しカメラ
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問題で、昨年１２月２２日に「現代ビジネ

ス」電子版の記事で、電気工事会社に勤務す

る元警部が、犯行に使用したカメラを署に売

り込み、納入していたと。更に同じカメラが

別府署やほかの所でも使われていた。別府署

からの依頼で３台のカメラを持参し、宛名を

空白にした見積書を提出と。１か月契約で６

万円という記事があるんですけれども、これ

は一体どこの署で、どのような目的で使用さ

れたのか。また、宛名のない見積書など恒常

的に行われたのではないか、これは明らかに

説明してほしい。

２つ目に、同じく台数の関係ですね。平成

２７年度で７９台、２８年度３月１７日段階

で３４台で延べ５９台。２９年度予算では３

５台分借り上げが計上されていると答弁して

おります。特に２７年度が非常に多いんです

けれども、その理由は何かと。設置の場合は、

令状は取得していたのかということをお伺い

をまず２点しておきます。

３点目は、これはちょっと今の関係とは違

うんですけれども、昨年、電通の過労自殺が

大きな問題となったんですけれども、トップ

の責任が指弾をされました。一昨日も県職員

が自殺したような報道がありましたけれども、

働き方の問題で世間では注視されているんで

すけれども、大分県警の警察官及び職員で病

気休職中の数及び精神疾患の休職者、また、

ここ５年間で自殺された方がおられるのかど

うかということを３点目に聞きます。

最後に、概要書１０ページの自動車運転免

許事務の関係です。これは昨年、別府署によ

って、公道ではない場所で車検切れで公道を

通行したとして検挙される事件が起きて、６

０日間の免停処分、免許停止となったんです

ね。しかし、検察では道路運送車両法違反被

疑事件については不起訴になっております。

しかし、公安委員会は６点の違反点を抹消は

しておりません。提訴中であるんですけれど

も、一般論としても不起訴処分になった事案

について、減点の取扱いはどのようになって

いるのか、また、その根拠法及び過去どのよ

うな判例があるのかについて、以上まず４点

お伺いして再質問をいたします。

小代刑事部長 刑事部の関係でお答えします。

まず１つは、どこの警察署でカメラを使用

していたということでございますが、先ほど

委員が言われました特定の取材記事の内容に

対して、私からコメントは差し控えさせてい

ただきたいと思います。

ただ、これまでも説明してきましたとおり、

別府事案で使用されたカメラと同様のカメラ

については、これまで捜査に使用しておりま

す。いずれも設置場所の管理者等の承諾を得

るなど、適正に使用されておりますが、詳細

な内容については捜査に関する事項でもあり

ますので、お答えは控えさせていただきたい

と。

それから、台数ですね。捜査用のカメラ、

これについてはＤＶだとかストーカー事案等

における被害者支援や保護対策で使用してい

るほか、もちろん捜査でも、先ほど説明した

とおり使用しております。借り上げについて

は個別事件ごとに必要性等をその都度検討し

ております。

なお、どのようにということでありますが、

いかような事件にどの種のカメラをどのくら

い使用していたかということについては個別

の事件に関することでもあり、控えさせてい

ただきたいと思っております。

それから、令状の関係のお尋ねがございま

した。これについては、これまでも御説明を

してまいりました。最高裁判所の判例により、

捜査目的でのビデオカメラの使用に際しては、

捜査目的を達成するため、必要な範囲におい

て、かつ相当な方法により行われる限りにお

いて、任意捜査として認められるものと承知

しております。こうした許容性の判断につい

ては、個々の事案ごとに当該場所の性質だと

か、現行犯の立証や既に行われた犯罪の犯人

の特定等の具体的目的、事件の重大性や嫌疑

の程度等の撮影の必要性、第三者が撮影対象

に含まれるか否かなどの撮影方法の相当性等

を子細に検討の上、適正に運用しております。
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また、今後もその運用について何ら変わる

ことはございません。

甲斐会計課長 会計関係のお尋ねについて、

お答えいたします。

まず１点目の宛名のない見積書の使用でご

ざいますけれども、会計の契約手続において

宛名のない見積書は必要な要件を欠いている

ため受領しませんし、使用もしておりません。

２点目のカメラの借り上げ台数の２９年と

２７年度の関係でございますけれども、平成

２７年度は年間の延べ借り上げ実績の台数で

ございまして、臨時で借り上げた物も含めた

ことから数が多くなっております。平成２９

年度分は、臨時で借り上げる物は現段階では

分かりませんので、年間を通して借り上げる

予定の台数をお答えしたものでございます。

加門警務部長 過去５年間、平成２４年度以

降の病気等による休職者数につきまして、お

答えいたします。

県警全体で延べ４０名でございます。この

うち精神疾患による休職者は延べ２６名でご

ざいます。

また、平成２４年以降の５年間で自殺した

職員でございますが、１名ございます。

板井交通部長 不起訴処分事案の行政処分に

ついて、お答えをいたします。

運転免許制度による行政処分は、交通事故

事件における刑事処分の結果が不起訴であっ

ても、事実認定ができれば点数制度による点

数を付し、累積点数に応じて免許の取消し、

または免許の効力の停止等の処分を行います。

そもそも刑事処分と行政処分はその目的及

び手続を異にするものであり、刑事処分が不

起訴になったことによって、行政処分の結論

が左右されるものではありません。

判例の１つといたしまして、平成１９年６

月６日、東京地方裁判所で、原告は本件違反

行為をしたものであり、原告の刑事処分は起

訴猶予処分であって、嫌疑なしを理由とする

ものではない。また、もとより刑事処分と行

政処分とはその目的及び手続を異にするもの

であるから、原告が刑事手続上不起訴処分に

なったことによって、この結論が左右される

ということはできないと判示されたものがご

ざいます。

県警察では厳格な交通事故事件の事実認定

が行われており、仮に刑事処分が不起訴処分

になった場合でも、審査の結果、事実認定が

できるものにつきましては行政処分を課して

おります。

行政処分根拠法令につきましては、道路交

通法第１０３条により、政令で定める基準に

従い、免許を取消し、６月を超えない範囲内

で免許の効力を停止することができると規定

され、道路交通法施行令第３８条により、そ

の基準が規定されております。

堤委員 では、再質問をいたします。

実際に宛名のない見積書について受取はし

ていないと。じゃ、現場の警察官で、今回の

場合には、あなた方が言うには個人でしたと

いうことになっておりますよね。そうした場

合には、宛名のない見積書等が警察署の中で

まかり通っているのかということを再度確認

をいたします。

それともう１つ、台数の関係ですけれども、

リースとして借り上げられているんですけれ

ども、県警そのものが所有をしている台数は

あるのかどうか。平成２３年度からリース及

び所有台数はどれぐらいあるのかというのを

教えていただきたいのと併せて、ビデオカメ

ラの機種といいますか、これが別府署のやつ

は人感センサー付きの機種でしたけれども、

それが何台ぐらいあって、それ以外がどうい

う実態があるのか、併せてね。

それと、さっき事件等については具体的な

中身は言えないというようなお話だったんだ

けれども、しかし、仮にＤＶ事案が何件とか、

ストーカー事件で何件とか、そういうところ

までの件数というのは言えるんじゃないです

か。それにどう使ったかという件数はね。こ

れについて再度お伺いをいたします。

まず、先にそこを聞きましょう。

小代刑事部長 捜査用ビデオカメラの県警が

所有している台数ということでありますが、



- 5 -

捜査用ビデオカメラについては、約１９０台

県警としては保有しております。その機種の

内容等については、まさに捜査の手法だとか、

捜査力に関わることでありますので、その点

は差し控えさせていただきたいと思います。

その中で、ＤＶ、ストーカーにどのくらい

使ったかというのは、今ちょっと手元にその

資料がございません。

宮脇生活安全企画課長 平成２８年はストー

カー事案で５回使っております、通常のカメ

ラですね。そして、ドアスコープというのが

ありますが、これを３回使っております。

甲斐会計課長 先ほどお尋ねがございました

まず領収の関係でございますけれども、会計

の契約手続では宛名のない領収は付けられま

せんので、これを使用することは絶対にござ

いません。会計手続上で受領することもござ

いません。（「見積りだよ」と言う者あり）

見積書ですね、すみません。

それから、２点目の県費で借り上げた分の

カメラのリースの台数でございますけれども、

平成２５年度が８５台、平成２４年度が２３

台、平成２３年度が１５台。このようになっ

ております。

堤委員 ＤＶが何件とか、ストーカーが何件

とかいう件数を聞いたわけじゃなくて、さっ

きちょっとびっくりしたのは県警が１９０台

所有されているという話がありましたね。そ

れとあと、リースのやつもまた別にあるわけ

ですよね。そうすると、かなりの台数がある

わけですよ。それがＤＶ事案にどういう形で

何件ぐらい使われているのか、別にＤＶとか

じゃなくて、どういう捜査に使われたかとい

う内容を僕は聞きたかったんですよ。ＤＶが

何件とか、ストーカー事案で何件、ドアスコ

ープが何件じゃなくて、どういう事案に使わ

れていたのかというのを、事案を知りたいわ

けです。件数を。それをちょっと最後伝えて

ください。

それと、リースが２３年度から、今数字が

ありましたけれども、これの、だから県警が

所有しているのは１９０台というのが、多分

今現在だと思うんだけれども、大体平均で、

ずっとここ何年かは１９０台は所有している

と。それプラスリースもあるという認識でま

ず１つはいいんでしょうか。その点も再度ち

ょっと確認をしましょう。

小代刑事部長 捜査用ビデオカメラ、罪種に

関わらず、その必要性に応じてそれは使用し

ておりますが、いかなるですね、いかような

事件にどのような機種をどの程度使っている

かということを明らかにすることについては、

やはり今後の捜査に支障を来すおそれがある

と考えますので、その点については控えさせ

ていただきたいと思います。

甲斐会計課長 カメラの保有台数の関係でご

ざいますけれども、これは年度によってかな

り変わってきますので、今一番新しい、今持

っているカメラが何台かという部分はうちで

お調べしまして、先ほど刑事部長からお答え

があったとおりでございますので、ちょっと

何年度、例えば、２３年度当時何台あったか

というのは、今すぐにはお答えすることがで

きませんので、御了承お願いいたします。

堤委員 最新で１９０台という数字が出てき

ましたね。つまり、それ以外にリースがある

というのは事実でしょう。そうすると、２０

０台を超えるそういうビデオ関係の機種、機

材があるわけですね。それを使ってね、さっ

き小代刑事部長は、捜査に影響するから云々

と言いましたけれども、平成２８年度でスト

ーカーでは５回ビデオカメラを使っている。

ドアスコープでは３回使っているというお話

がありましたよね。私は別に人感センサー付

きを何台ＤＶに使ったかとかいうのを聞いて

いるわけじゃない。何回もさっきから言うん

だけれども。

だから、仮に痴漢事案で１４台使ったとか

ね、例えばよ。どういう事案ごとにどれぐら

い使ったかということは分かるでしょうから。

別にそれを出したからといって捜査上影響が

出るかというと、それはないでしょう。だっ

て、ドアスコープを３回使ったという答弁さ

れているんだから。これをちょっともう少し
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その事案ごとにね、機種はいいですが、どう

いうふうな、何台使ったかというのは分かれ

ば、それを知らせてほしいと思います。

それと併せて、最初の頃、例のカメラの設

置について警察庁の通達があって、最高裁の

判例があったというお話がございました。も

う御存じのとおり、ＧＰＳの捜査では最高裁

判例でこれは違法と断定されましたよね。Ｇ

ＰＳとビデオカメラというのは、基本的に一

緒だと思うんですよ、使い方は。個人のプラ

イバシーを侵害するという面では。断罪され

ているわけですから。ですから、そういう点

は、このＧＰＳとの関係で、今回のビデオカ

メラの考え方については、最高裁の判例を金

科玉条にしていますけれども、その判例が覆

るわけですからね。そういう点で、県警とし

てはその判例についてどう思っているのか。

併せて、今後何らかの形で影響が出てくるの

かどうかについてもちょっと再度お伺いをい

たしましょう。

小代刑事部長 委員が言われるように事案ご

とにどの程度かということでありますが、そ

もそもですね、先ほど言ったとおりの考えが

変わることはありませんが、ビデオカメラの

ほとんどはコンセントを用いて電源を取るも

のでございます。別府のような事案というの

は、ごくまれでありますが、そのような場合

については管理者の承諾を必ず得ることが必

要でありますので、それは適正に使用されて

いるわけでありまして、それ以外についても、

管理者の承諾だとか、被害者もしくは被害関

係者、それから協力者等の承諾を得て、そう

いったカメラの使用については適正、厳格に

進めているところでございます。

それから、ＧＰＳとの関係でのお尋ねがご

ざいます。その判決、それから、警察庁から

の通知もございます。県警では今後それらの

ことを踏まえて、個別の捜査につきましても、

適正に対応してまいりたいと考えております。

その判決が出て、じゃ、今後の県警の捜査に

どのような影響があるかということについて

は、ここでは、今の段階で申し上げることは

ちょっとできないと考えております。

堤委員 件数はどうなっているのですかと。

さっきストーカー事案で５件、ドアスコープ

で３件と、もう出た。数字が今出ないという

こと、それとも、調べれば出るということ。

出ているじゃん、さっき。ＤＶが５件という

のは。だから、そういう事案ごとに、どうい

うところでそういうコンセントを使ったビデ

オを使っているのか、人感センサー使ったか

分からないですけれども、どういった事例で、

どういった犯罪でそれは使われているかとい

うのは、我々実際知らなければいかんと思う

んですよ、そういう点ではね。

小代刑事部長 先ほど言ったことの考えに変

わりはないんですが、もう少し言えば、窃盗

事件、それから放火事件、器物損壊事件等に

おいて、その必要性に応じて使用しておりま

す。ただ、その事件にどの程度、どの機種を

どうそのボリュームを使っているかというの

は、捜査に支障を来すおそれがあるというこ

とでありますので、御理解を願いたいと思っ

ております。

堤委員 部長、別に機種は何と言っていない

じゃないですか、別に。さっきはたまたまコ

ンセントという話があったから、そういう話

を出しただけであって、つまり、そういう器

物損壊に仮に１０件、窃盗に５件とか、そう

いう数字は出るでしょう。さっき出たんだか

ら。これが今出ないという理由は全く成り立

たんでしょう。出ているのに出ないというこ

ともおかしな話でしょう。それを１つ再度答

えてもらいます。

コンセント付きのカメラというのは、管理

者から当然電源をもらうんでしょうけどね。

それが大体何割ぐらいを占めていますか。今

の２点ですよ。

さっきの続きをちょっとやるんですけれど

も、自殺でね、５年間で１名亡くなっている

というお話がございました。この亡くなった

方の原因というかな、経済的な問題だとか、

仕事の問題とか、そういうのが分かればそれ

を１つ教えていただきたいのと、あと精神疾
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患で２６名か、精神疾患があるんだけれども、

この原因も多分調べたと思いますから、その

調べているのを教えてください。

あと最後に自動車運転免許の関係でいうと、

さっき高裁の問題の話が出たんだけれども、

東京高裁とか京都地裁、この運転免許取消処

分を取り消すという判決もこの前出ておりま

す。そういう点では、この問題で刑事罰と行

政処分は別というものは、これも話は聞きま

したし、分かりました。しかし、今回なぜこ

れを問題視するかというと、やっぱり現場の

警察官は公道を通行したという事実は確認し

ていないにもかかわらず、結局、行政処分を

したと、そういう事例があるわけですね。調

書の取り方も問題あると思うんだけれども、

出頭告知書も通知をしていないだとか、また、

裁判第１回口頭弁論のときに大人数の警察が

取り囲み、口頭で処分を伝えようとしたりだ

とか、有効な免許証で運転しておる以上、お

まけに裁判中でもあるわけですから、そうい

うやり方というのはちょっとやり過ぎじゃな

いかなと、私も感じたんですよ。そういう点

ではどのように思っているかというのを再度

お伺いをします。

松坂警察本部長 今の堤委員のお尋ねの１件

目と２件目について、私からお答え申し上げ

ます。

小代刑事部長から度々御答弁を申し上げて

おりますが、その内容は、捜査の方法、捜査

の手法、警察の捜査力に直接関わる事項につ

いては詳細なお答えを差し控えさせていただ

きたいというものでございます。どういう事

件に何件ぐらいカメラを使ったのか、あるい

はそのカメラのうちコンセントが付いている

ものが何台ぐらいあるのかといったものは、

まさしく警察の捜査力に関わる事項でありま

すので、こちらにつきましては、私どもとし

ては答弁を差し控えさせていただきたいと、

このように考えております。

２点目について担当部長よりお答え申し上

げます。

加門警務部長 御質問ございました自殺した

職員の原因につきましてでございますけれど

も、これにつきましては個人のプライバシー

に関することでもあり、また、御遺族の強い

要望もございますので、回答は控えさせてい

ただきたいと考えております。

また、精神疾患で休職した職員についても

同様でございます。

仲井監察課長 委員御指摘の取消訴訟の関係

について、私から御説明させていただきます。

原告は、未車検の自動車を運転したことに

よる道路運送車両法違反を起訴として、当県

本部長が行った６０日間の運転免許効力停止

処分は違法、無効であると現在の審議で主張

されております。平成２８年１１月２４日付

けで当該処分の取消しを求めて、大分地裁に

大分県を被告とする訴訟を提起して、現在、

審議中です。この審議において、当方の主張

は述べていきたいと思っておりますので、こ

の場での詳細な回答は控えさせてもらいます。

嶋委員長 堤委員、ほかの委員の質疑もあり

ますので、簡潔に締めくくってください。

堤委員 ちょっと確認しますけれども、刑事

部長、さっき５回あると言ったことは、捜査

上については全くこれは問題がないから、ス

トーカー事案で５回、ドアスコープ３回と言

っていると認識してもいいわけですね。全く

捜査上に関係ないということで。

つまり、さっきの部長の答弁からすると、

そういうことでしょう、結局。支障が出ると。

だから、台数等については言えないというこ

とですから。そういう認識を私はします。言

えるやつと言えないやつがあるということを

認識として正しいと私は認識をしておきます

からね。

それと、裁判の関係でいくとね、裁判の中

身をどうのこうの言っているわけじゃないわ

け。その手法として、やっぱり係争中でもあ

るわけだから、それは裁判の中で明らかにし

て、どっちか白黒つけるのは当たり前、これ

も当然だと思います。その中で、せっかくそ

うやって裁判でやっているんだから、そうい

う強引なやり方というのは、今すべきじゃな
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いんではないかということを私は言いたいの

であって、別に裁判の中身をどうのこうの言

っているわけではありません。その点は誤解

なきように、これはちょっと言っておきます。

仲井監察課長 委員御指摘の取消訴訟の関係

なんですけど、強引にうんぬんやった部分を

含めて、この審議の中で当方の主張をしてま

いりますので、この場での言及は控えさせて

もらいます。

裁判において当方の主張はしていきますの

で、御理解願います。

宮脇生活安全企画課長 委員指摘のストーカ

ー等の関係は、これは被害者対策でございま

して、捜査というものではございません。被

害者の安全確保をするための部分でございま

すので、その辺を理解いただきたいと思いま

す。

堤委員 最後に。自殺した方の１名というの

は、職員さん、それとも現職。

加門警務部長 確認なんですけども、職員と

現職とはどういった。

堤委員 警察官なのか、それとも事務職員さ

んなのかということ。

加門警務部長 それにつきましても、お答え

は差し控えさせていただきます。

末宗委員 警察本部予算概要、予特にちょっ

とおらんかったものだからね、聞きたいんだ

けど、一番上の鑑識科学センター整備事業費

で４億３千４、５百万円、年間出ているんだ

けど、これの全体事業費で計画で何年ぐらい

で、そして今どういうところにある、そして、

これをやればどんなふうな成果が出てくると

いう見通し、そこあたり全体含めてお願いし

ます。

甲斐会計課長 委員お尋ねの鑑識科学センタ

ーの概要でございます。

まず、建設費の総額でございますけれども、

１２億６千万円を予定しております。経過は

平成２７年度に基本設計などをいたしまして、

これに約６００万円程度、平成２８年から実

施設計、これが約９００万円、平成２９年か

ら建設が始まって、初年度に４億３千万円、

平成３０年に７億円程度で、総額１２億６千

万円を予定しております。

建設に至った経緯でございますけれども、

現在、鑑識科学センターは新館の１１階と１

２階、それから別館に分散して業務を行って

おりますけれども、円滑な作業という面から

は非常に非効率な上に非常に手狭になってお

りますので、鑑識課とともに移転させて、証

拠品保管庫なども整備すると、こういった事

業の概要になっています。

原田刑事企画課長 鑑識科学センターが出来

上がったときの効能について、御説明します。

２つあります。まず１点は、今、会計課長

が言ったところの趣旨とダブるところはある

んですけれども、科学捜査の高度化と鑑定環

境の整備を行うというのが大きな目的でござ

います。

２点目は、やはり本部機能をそこに集中化

させることによって、鑑識と科捜研はやはり

横の連携が必要でございますので、それを１

つの建物の中に一緒に入れるというところで

集中化を図っていきたいというところが期待

できるところでございます。

末宗委員 どこに建つんかな。ちょっと大分

の場所を、よう土地勘がないので。

甲斐会計課長 大分市高江にですね。

末宗委員 どこかい。

甲斐会計課長 大分大学の先でございます。

先の団地街の奥に県のインテリジェントタウ

ンがございまして、いろんな企業がそこに誘

致されています。その一画でございます。

馬場委員 ３点ほどお尋ねをしたいのですが、

先ほど堤委員からもしたんですけれども、休

職者の方が４０名で、そのうちの精神疾患は

２６名ということで、その方々の部分につい

て、例えば、ストレスチェックだとか、そう

いうことはどのようなことがされているのか、

それが１つと、もう１つは先ほどのビデオカ

メラの件で１９０台を保有しているというこ

とで、そのビデオカメラプラスその予算でず

っと何十台としているようですけれども、１

９０台自体でもういけないのかどうか、その
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カメラと予算に入っている、単年度ごとのこ

の予算のカメラのそこは違うのかどうか、そ

れで１９０台保有しているのであれば、それ

でいけるんではないかなと思うんですけれど

も、その辺のことが１つと、それから、４２

９ページの交通安全施設整備費の７億６，８

６７万８千円というのがあるんですが、多分、

信号機だとかいう部分ではかなり要望が出て

いると思うんですけれども、その要望が出て

いる中で、この予算でどのくらいの要望が達

成できたのかなというところをお尋ねしたい

と思うんですけれども。

加門警務部長 メンタルヘルス不調者に対す

るフォローというところで御質問がございま

した。こちらに対しましては、県警といたし

まして、組織的な対応を図っているところで

ございます。この内容は、メンタルヘルス不

調の予防対策から早期発見、早期治療対策、

それから、円滑な職場復帰、復帰後支援対策

までの総合的なものでございます。具体的に

対策の全体像として規定しておりますメンタ

ルヘルスサポートプランというものと、メン

タルヘルス不調職員の療養開始から職場復帰

までの支援対策を定めた職場復帰支援プログ

ラム、それから、円滑な職場復帰のための出

勤訓練要領を定めました試し出勤等実施要綱

を策定いたしまして、平成２４年４月から施

行して取り組んでいるところでございます。

原田刑事企画課長 先ほど言いましたように

約１９０台の保有につきましては、過去に備

品として購入したもの等々を年々使っている

わけなんですけれども、どうしてもこういう

機械というのは性能もだんだんよくなってき

ますし、その事案ごとに応じてですね、具体

的には申しませんけれども、警察が保有して

いるその装備では足りない、そのカメラでは

性能的に足りないということもございますの

で、そういうものについては必要な都度リー

スを受けるということをとっておりますので、

１９０台の中で使い回しするのが一番ベスト

なんでしょうけれども、事案によっては業者

から借り上げるということが当然生じてきま

す。

森交通規制課次席 信号機の新設要望の設置

箇所数についてお尋ねがありました。要望数

については、毎年約１００件程度の信号機の

新設要望がございます。そして、毎年、信号

機の設置について約３０件を新たに設置して

ございます。

馬場委員 休職されている方の復帰は、かな

り年数かかる方もいらっしゃるかも分かりま

せんけれども、復帰は大体なされているのか

なという、その辺の状況と、それから、ビデ

オの件については、今まで多分、必要性、相

当性でかなり論議されて使われていると思う

んですけれども、令状があってビデオを付け

たという例は今まであるんですかね、そのビ

デオを使用するときに。

それと、ＧＰＳとかいうのも装備品として

はあるんですか。その点もお聞きできればな

と思うんですけれども。

小代刑事部長 令状を取得してビデオカメラ

を使用したということはございません。ただ、

事件によっては検証許可状を持って、その検

証する場面でその手法として検分とか検証の

中でビデオカメラ、スチールカメラ等々使う

ことはございます。ただ、ビデオカメラその

ものを使うために個別の令状を取得したとい

うことはございません。

加門警務部長 メンタルヘルス不調者の復帰

に関することでございます。これにつきまし

ては、個々のというところでございますけれ

ども、先ほど申し上げましたメンタルヘルス

サポートプラン、これは平成２４年に導入し

ておりますけれども、ここの前後でちょっと

状況をお話しいたしますと、このプランで初

めて３０日以上の休業をした職員というとこ

ろで見ますと、このプランの実施前は、平成

２３年度は１割程度が１８０日以内に復帰し

た割合というものでございました。これがプ

ランの実施した平成２４年度以降は４割から

７割ということで推移しております。このプ

ランに掲げました早期発見、早期治療対策に

よる重症化予防と円滑な職場復帰、復帰後支



- 10 -

援対策が効果を上げているものと考えておる

ところでございます。

堤委員 答弁が漏れている。ＧＰＳ。

松坂警察本部長 すみません、私からお答え

いたします。

捜査に関する警察装備について、先ほども

お話ししましたとおり、捜査の具体的内容で

すとか捜査力に関する事項ですので、お答え

は差し控えさせていただきます。

なお、被害者対策用としてＧＰＳ機能付の

非常通報装置、これを２１台所有しておりま

す。

二ノ宮副委員長 概要の９ページの交番駐在

所建設費１億１８３万７千円。交番はもちろ

んですけど、駐在所というものがだんだんな

くなっているというのは寂しいというか、特

に地域が疲弊する中で、駐在所は大切だと思

っています。今回、大在と佐賀関を統合しよ

うという話なんですけど、その場所の決定と

か、それから住民の合意というものはどうや

って取っているかというのをちょっと教えて

ください。

芹川警務課組織企画監 ２９年度予定してお

ります佐賀関、それから坂ノ市、これにつき

ましては、それぞれ地元自治会の自治委員さ

んの総会と、それから警察署協議会、住民代

表の協議会の委員の方々、それから、各駐在

所、交番等のやはり協議会というのがござい

ますので、そういった住民代表の方に対する

説明会等々、統合再編の計画ですね、これを

説明して、理解を求めたところです。

それから、予定地の関係でございますが、

それにつきましては、坂ノ市地区につきまし

ては、従前から坂ノ市地区に駐在所を統合し

て交番を新設してくださいという要望がござ

いました。それに基づきまして、坂ノ市の駅

前を中心に、候補地を選定して、ここでどう

だろうかということで、今現在、国道１９７

号、幹線道路沿いに適地を見つけまして、今

後、予算が付きましたらば、用地の交渉とい

う形で考えております。

それから、佐賀関の駐在所を新設する場所

につきましては、やはり地元住民の意見を取

り入れまして、旧佐賀関町内の中心部、こち

らの方に、それも市有地をお借りして設置す

るということで、地区の意見を取り入れた形

で話を進めておるところであります。

二ノ宮副委員長 今、南警察署内で、挾間と

賀来ですかね、それで統合計画の話が今あっ

ているんですけど、もちろん２４時間体制の

交番もお互いに大変いい面があるし、別に反

対するわけじゃないんですけど、場所の選定

とか、そういうものは是非、例えば今私が聞

いている範囲では医大のそばなんですね。と

ころが、挾間町全体と考えたときはどうして

も旧庁舎の向原の位置。なぜならといろいろ

聞いてみたら、結局、南署管内で賀来との関

係がありますとかいうような説明だったんで

すが、その辺を是非住民の声を聞いてくださ

い。それともう１点は、こうやって計画的に

やられているようにあるんですけど、その県

の県下全体の統合計画といいますか、何かそ

ういうものを実際持っているんですか。学校

の統合みたいに。これは今、県警が考えてい

るのは南署の挾間と賀来が終わっても、その

後の計画とかずっとあるでしょう。

芹川警務課組織企画監 駐在所、交番の統合

につきましては、再編、統合をずっとしてお

りまして、今のところ、平成２２年に警察署

の統合等も含めました計画を、部外の委員か

ら意見を頂戴して、警察署、それから都市部

の駐在所の統合、再編という形で計画案を策

定しました。それに基づきまして、今、佐賀

関地区、それから坂ノ市地区、それから、都

市化が進んでおります挾間地区、ここの駐在

所の統合再編というので一応、今のところ計

画が終わるというめどになってございます。

当初、挾間地区につきましては、２駐在所体

制だったんですが、再度見直しをして、交番

新設が望ましいという意見もございましたの

で、住民の意見を取り入れて、交番の新設と

いうことで計画を変更したところでございま

す。今のところ、その挾間で一応今のところ

計画はめどが付くというところで考えており
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ます。

二ノ宮副委員長 分かりました。もうもちろ

ん合理化というのは必要なんですけど、学校

がなくなると、その地域が疲弊するように、

やはり駐在所がその地区にとって安心・安全

という面から見たら大切だと思います。だか

ら、合理化面だけじゃなくて、是非できるだ

け残す方向でお願いをしておきたいと思いま

す。要望です。

嶋委員長 ほかに、御質疑等はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

嶋委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

で質疑を終わります。

なお、採決は、教育委員会関係の審査の際

に一括して行います。

次に、第４５号議案大分県地方警察職員定

数条例の一部改正について、執行部の説明を

求めます。

加門警務部長 議案書２５５ページをお開き

ください。

第４５号議案大分県地方警察職員定数条例

の一部改正について御説明いたします。説明

は、お手元の文教警察委員会説明資料の１ペ

ージ、資料１を御覧ください。こちらで説明

をさせていただきます。

まず、資料１上段の条例の概要を御覧くだ

さい。

今回改正する大分県地方警察職員定数条例

には、警察法に基づき、本県の警察職員の定

数等が規定されております。

なお、警察官の定数につきましては、警察

法施行令に各都道府県ごとの定員の基準と階

級別定員の基準がそれぞれ示されており、そ

れに基づいて規定されております。

次に、中ほどの条例改正の理由を御覧くだ

さい。

今回の改正理由は、平成２９年度地方警察

官の増員であります。

昨年１２月の平成２９年度政府予算案の閣

議決定を受けて、当県は、人身安全関連事案

対策の強化等のために、合計９人の増員配分

の内示を受けたところであります。

これに伴いまして、その下の条例改正の内

容の表のとおり、警察官の定数を改正いたし

ます。

具体的には、今回９人の増員を受け、警察

法施行令に規定する階級別定員数の基準によ

り計算しますと、警部補及び巡査部長が１，

１８９人、５人増、巡査が６２４人、４人増

となり、警察官全体で２，０９２人、９人増

となるものです。

なお、この改正条例は、平成２９年４月１

日施行を予定しております。

説明は以上でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

嶋委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

〔「なし」と言う者あり〕

嶋委員長 別に御質疑等もないので、これよ

り採決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

嶋委員長 御異議がないので、本案は原案の

とおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、請願２７「共謀罪」の新設に反対す

る意見書の提出についてですが、本請願は、

今国会に提出された組織犯罪処罰法の改正に

関するものでありますが、法案は独立した機

関であります法務省が所管しておりまして、

県警察は所管外ということになります。

したがいまして、本請願の審査につきまし

ては、委員の皆さんからの御意見を伺った上

で、可否を諮りたいと思います。

御意見等がありましたらお願いします。

堤委員 紹介議員になっていますんでね、請

願そのものと意見書は読んでもらえれば分か

ると思います。閣議決定されて今国会に提出

された法律案、共謀罪と我々は呼んでおりま

すけれども、当初、テロ対策と政府は言って

いましたけれども、テロという言葉すら入っ

ていない。呼称としてテロ等準備罪と言って

いるだけの中で、この法律案の中身をよく見

てみると、国際的な組織犯罪の防止に関する
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国連条約を実施するためと。つまり、ＴＯＣ

条約といって、イタリアでできた条約そのも

のが日本が批准できないということで、これ

を批准するためにはこの法律が必要だと言わ

れていますけれども、この国際犯罪防止条約

そのものというのは、御存じのとおり、マフ

ィアの、そういった暴力団等の経済的な問題

を管轄する、そういう条約なんですね。この

条約がなくても日本は１３本以上ものいろん

なテロ対策も含めたハイジャック防止だとか、

様々な条約というのは批准をしております。

併せて、国内法もそういう点では整備もされ

ているわけですね。ですから、そういう点で

この法律そのものを今国会に提出する必要性

というのは、私自身は考えられないと思って

おりますし、１つは県警にちょっと確認して

おきたいのは、今現在の刑法等については実

際に起きた犯罪のみを罰するというのが基本

的な考え方だと思うんですけれども、県警と

して、もう何主義というか分からない、実刑

主義というのか、そういうことについて１つ

だけ確認をしておきたいし、この法律の中で、

２人以上で計画をすればと、いわば計画とい

う言葉が今回入っておるんですけれども、計

画段階で今の現行刑法では取り締まることは

できるのかどうかという、この２点をまず先

にちょっと確認をしたいと思います。

小代刑事部長 まず１つの、今、委員言われ

ました実刑主義というのが、ちょっと理解で

きないんですけど、一般論として、それぞれ

の刑には犯罪構成要件というのがございまし

て、その犯罪構成要件に該当するか否かで判

断することになると。一般論としてしか言い

ようがございませんので、その点は御理解く

ださい。

それから、計画罪、計画をしただけという

ことで、それも委員おっしゃられる、お尋ね

が組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等

に関する法律の改正案のことと思われますけ

ど、先ほど委員長が言われたように、それに

関わる部分でありまして、県警としてそこに

ついて申し上げる立場でもありませんので、

御理解を願いたいと思っております。

堤委員 まあ、当然計画だけで犯罪を取り締

まりよったら大変なことですから、本来、そ

ういう取締りというのは基本的に私はできな

いと思いますし、だからこういう法律を今作

ってきている、計画だけで取り締まりをしち

ゃおうというふうな。非常に重大な問題があ

るわけですね。組織的な犯罪集団については、

定義も明確にされていないでしょう、これ。

これ国会でもいろいろ審議をされております。

その中でも、テロ組織や暴力団以外でも含ま

れる場合もあると。つまり、任意の団体だと

か市民グループだとか、またＮＰＯ法人だと

か、様々な団体もそれに含まれる可能性があ

ると国会で答弁しているね、法務大臣が。そ

うなってくると、これも、誰がそれを判断す

るかというのは捜査関係者になるわけですね。

捜査機関が解釈とか裁量でいろんな団体につ

いて対象になり得るという、こういう非常に

大きな問題もあります。

併せて、当初６７０を超える構成要件を上

げていましたけれども、最終的には公明党と

の調整の後、２７７という、そういうのに狭

めましたね。これ、実際に限定という言葉で

使えない、もともと仮に政府が言うように国

際条約に該当するんであれば、６７０になる。

全部の法をこの中に入れなきゃならんのに、

それさえも入れていない。つまり、本質の条

約そのものをこの法律の中には運営をされて

いないというのも非常に大きな問題があるわ

けですね。ですから、そういう点では法とし

てもその体系も全くされていませんし、先ほ

ど来からちょっと問題になりましたね。カメ

ラの問題だって、ＧＰＳの問題だというのは、

捜査機関がそれを裁量によって、この法律が

成立すれば、そういうことを計画的にやって

しまおうという、そういう危険性、拡大をさ

れるという危険性も非常に強い。そういう点

で、是非これは請願は採択していただきたい

し、２７７項目の中で、森林法とか、あと児

童福祉法とか生協法とか労働基準法とか弁護

士法、消費税も地方税もいろんなやつが入っ
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ているわけですよ。こういう問題でこの共謀

罪の中に入れ込んでしまうということは、ま

さに市民の行動を監視するという、そういう

社会になってしまう。だからこそ、今、大分

県弁護士会も日弁連も反対をしていますし、

昨日が閉会日でしたけれども、宮崎県議会で

も慎重審査を求めるというのを自民党の議長

も含めて、全会派一致でこれは採択をしてい

るんですね。それぐらい、今、全国の運動の

中でもこういう共謀罪については反対すると

いう、そういう流れが強まってきております

ので、是非委員の皆さんには紹介議員として、

採択をしていただいて、採決をしていただき

たい。

今日はその関係の傍聴の方も来ておられま

すので、是非そこら辺は真摯に検討していた

だいて、お願いしたいと、これは私の意見で

あります。

濱田委員 今、お話がございましたけれども、

現在、審議中の問題でありますし、また、新

しい法律を制定するという、そういう声とい

うのは大体県議会に来るならば、論拠を警察

じゃなくて総務企画委員会ですね、そこに付

託をされる問題じゃないかなということを感

じますけれども、警察本部長として、この委

員会にこの問題が振られたというのをどんな

ふうなお考えをお持ちなんですか。

松坂警察本部長 まさしく今委員のお話がご

ざいましたとおり、国会で御議論がされてい

る法律案についてでありますので、それは県

警としては何かを申し上げる立場にはないと

いうのが私どもの考えでございます。

濱田委員 だから、担当の現場が何も答える

権限がないというのを我々何で審議しなきゃ

いかんのか、それが非常に不思議なんですね。

特にこの請願にも書いてあるように、近代刑

法では、犯罪行為が行われた場合、その犯罪

行為を罰することを原則としておる。ただ、

何もやっていない、ちょっとそれを我々に審

議させて、そして、結論を出せというのは、

私は時期尚早だと思うし、もうちょっと国の、

いわゆる国会の審議を待って、それからでも

いいんじゃないかなと私は感じておりますけ

れども、皆さん方に御意見をお伺いしたいと

思います。

末宗委員 今、濱田委員が言ったとおり、も

う法務省という話で、ここの委員会に来てい

るんだけど、法務省だったらいろいろいろい

ろあるんだけど、その上で文教警察委員会に

入れるということは、やっぱり警察関係の職

務が多いということがまず基本にあると思っ

ているんだけどね。先ほど言った近代刑法で

犯罪行為が行われた場合は、その犯罪行為を

罰することを原則とか言うけどね、刑法で一

番難しいと僕は思っていたのは、故意の確定、

未必の故意とかいろんなのがあったよね。そ

れから、共犯、これは共謀罪に一番近いよね、

故意と共犯と未遂、今度の場合、計画等は全

てあるから未遂の関係も出てくるんだけど、

そこらあたりの法体系、罪刑法定主義の中で

やっているんだろうけど、僕たちこれは団藤

重光とかああいう頃やったんよ。今、誰が牽

引者か分からんけどね。そういう、何か警察

本部長は恐らくそこらあたり勉強しているか

ら、警察本部長のお考えをちょっとかいま見

させていただきたい、見識を開いていただき

たい。お願いしますわ。

松坂警察本部長 警察本部長として個人的な

見解を述べるのはまず差し控えさせていただ

きたいと思いますが、警察としてはやはり制

定されました法律に基づいて職務を執行する

というのが私どものスタンスでありまして、

今まさに国会で議論がされている法律案につ

いて、これがどうであるといった形で述べる

ものでは全くないというのが私どもの考えで

ございます。（「しょうがないか」と言う者

あり）

堤委員 さっきの、今の審議をもう少し続け

ていこうというお話がありました。これは国

会に上程をされています。当然、国会で審議

されているから、当然、国会で、通った後、

通すなという意見書では合わないわけですか

らね。だからこそ、この３月議会というのが

大事だということなんです。
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県警の問題というのは、それは分かる、い

ろいろお話しされているからね。これは我々

自身が議員として委員会に付託されているわ

けですから、この中身をやっぱりよく見ても

らって、これ自分たちに関係する法律ですよ、

共謀罪というのは。誰も第三者はないんです

よ、先ほど言ったいろんな、２７７もの構成

要件が入ってくるわけですから、それ１つど

れかに該当すれば、これに抵触してしまうと

いうおそれのある法律なんです。

だからこそ、県議会として意見を持ってね、

だから宮崎県議会は全会派一致で採択したわ

けでしょう。だから、大分としても、やっぱ

りそれはやるべきだと私は本当に、本気でこ

れは思います。

じゃないと、例えばの話ですよ、沖縄で今、

辺野古新基地建設問題があっていますわね、

あそこで以前、米軍の敷地内に入ったといっ

て逮捕された人がいるね、威力業務妨害罪と

いってそういうので逮捕された事件があるん

ですよ。しかし、今回は入ったから当然逮捕

されたけど、入る前にそういうことを計画し

ちょったじゃないかといって警察が判断すれ

ば、その時点で、考えただけで逮捕されちゃ

うんですよ。皆さんも一緒です。だから、そ

ういう点で県議会として、やっぱり私は良識

を示して、これはやっぱり請願をね、継続じ

ゃやっぱり遅いですよ。やっぱり採択をして、

採決をして、是非採決していただきたいと、

本当にそう思います。これは。

濱田委員 採決しようよ、採決を。

嶋委員長 私からもちょっと意見を言わせて

いただきます。

この法律の目的は、テロなどの国際犯罪を

未然に防ぎ止めるということであるという理

解をしております。堤委員からもお話があっ

たように、国際組織犯罪防止条約、これ世界

の１８７か国が加盟をしておりますが、我が

国にはこの条約に適合する国内法が存在して

いないため、この条約を批准していない１１

の国になっております。堤委員からお話があ

ったように、行き過ぎた捜査が行われるので

はないか、えん罪が生じるのではないかとい

う国民の皆さんの懸念もありますが、これか

ら与党間の調整などをしていただいて、国民

にしっかり説明をして、そういう心配を取り

除いていくことに私は期待をしているところ

でございます。

堤委員 委員長、じゃあ一言。その条約に入

っていないから、もともと日本政府もこれに

ついてテロとは関係ないと答弁してきた、国

会の中では。この問題はね。だから、その点

ではこれがなっちゃう。さっきね、１７もの

条約を批准している国内法でも処罰できる、

テロについてはね。ですから、わざわざこれ

を作る必要はない、わざわざ計画まで入れる

必要はない。内心の自由です、これは。憲法

のね。そういうところでやっぱりあるからね、

是非これ、僕たちが思ったらそうされるわけ

ですよ。だから、そういう点では危険なんで

す。だから、採択ね。

嶋委員長 そういう犯罪を計画段階、準備段

階でしっかり手当てをしていくことが私は大

事だと思います。テロが起こってからでは取

り返しが付かないわけでありますから。私は

そう思います。

堤委員 あのね、委員長、違うんよ。今度の

法律はね、解釈が全く違うんです。国会の審

議を聞いちょくと、そうじゃないですよ。審

議の中で、一般団体も含めてその対象になる

とかいうことを大臣が言っているわけですよ、

いろんなところでね。予算委員会とかそうい

うところで。これはつまり、政府としての根

本的な基本である考え方、まさに委員長が言

うような中身じゃないんですよ、実際には。

審議の中でね。だから、そういう点では、僕

はこれ６月とか９月じゃ遅いんです。是非採

決しましょう、採択もしましょう。

嶋委員長 それでは、本請願について採決い

たします。本請願は、採択すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議あり」と言う者あり〕

嶋委員長 御異議がありますので、挙手によ

り採決いたしましす。
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本請願は、採択すべきものと決することに

賛成の方は、挙手願います。

〔賛成者挙手〕

嶋委員長 可否同数であります。よって、委

員会条例第１４条第１項の規定により、委員

長が可否を決します。委員長は不採択と裁決

いたします。

よって、本請願は不採択とすべきものと決

定いたしました。

嶋委員長 以上で付託案件の審査を終わりま

す。

次に、執行部より報告をいたしたい旨の申

し出がありましたので、これを許します。

木村交通企画課長 ３月１４日施行しました、

大分県道路交通法施行細則の一部改正につい

て御説明いたします。

今般の改正では、これまで認められていな

かったタンデム自転車の公道走行を可能とい

たしました。

お手元の文教警察委員会説明資料の２ペー

ジ、資料２を御覧ください。

本県では、これまで乗車装置及びペダル装

置が縦列に設けられた、いわゆるタンデム自

転車は、大分県道路交通法施行細則により道

路法第４８条の１４第２項に規定する自転車

専用道路においては走行が認められていまし

たが、その他の公道での走行は認められてい

ませんでした。

こうした中、昨年１２月の県議会において、

観光振興等に有用性が認められるタンデム自

転車の公道走行を可能とすることについて、

御質問をいただきました。

これを受け、既に公道走行が認められてい

る全国１４府県に調査いたしましたところ、

こうした府県では、タンデム自転車の安全走

行を確保しつつ、タンデム自転車を活用して

実施しているサイクリングイベントが観光振

興等に役立っていること、また、公道走行を

認めたことによるタンデム自転車による重大

事故も発生していないことが分かりました。

併せて、道路管理者である国土交通省を始

め、知事部局関係各課、市町村等にも意見を

伺ったところ、タンデム自転車の公道走行を

認めることについておおむね肯定的な意見で

あることが分かりました。

こうしたことから、タンデム自転車の公道

走行を可能とするため、大分県道路交通法施

行細則の一部を改正いたしました。

それでは資料２で改正の概要について御説

明いたします。

上段の改正前は、冒頭で御説明したとおり、

道路法第４８条の１４第２項に規定する自転

車専用道路においてのみ、タンデム自転車の

走行が認められていました。

この自転車専用道路では、２人乗りに限ら

ず、乗車装置、つまり座席のことなんですが、

これの数に応じた人員が乗っている場合は、

３人乗り以上であっても走行することができ

ますが、現在までのところ、県内に道路法に

規定する自転車専用道路は整備されておりま

せん。

下の改正後の枠を御覧ください。

左側の枠のとおり、改正後も、先ほど御説

明した改正前の規定はそのまま残しますので、

今後、道路法に規定する自転車専用道路が整

備されれば、その道路においては、３人乗り

以上のタンデム自転車であっても走行するこ

とができます。

今般の改正で新たに追加したのが右の枠で、

２人乗りのタンデム自転車に限り国道、県道

等、路線を問わず県内の公道での走行を可能

といたしました。

２人乗りとした理由は、タンデム自転車は

小回りが利かない、バランスがとりにくいな

どの特徴があることから、公道走行を認めて

いるほとんどの府県が２人乗りのみに限って

おり、かつ、重大事故の発生がないという先

例も踏まえ、交通事故防止の観点からも２人

乗りが最善と考えたためです。

また、右の枠下段にありますとおり、タン

デム自転車は歩道を通行することができませ

ん。

現在、通勤・通学等で一般的に利用されて

いる自転車は、道路交通法で普通自転車と規
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定されており、道路標識により歩道通行が認

められている場合等には、歩道を通行するこ

とができるとされております。

一方、タンデム自転車は車体が長いことな

どから、道路交通法上の普通自転車に当たら

ず軽車両に分類され、車道や路側帯等を通行

しなければならないこととされております。

今後、タンデム自転車を活用した観光振興

イベント等の活性化が予想されるところです

が、警察といたしましては、タンデム自転車

による交通事故を防止するため、関係機関・

団体と連携するなどして、交通ルールの周知

等、必要な指導啓発に努めてまいります。

嶋委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

馬場委員 私、一般質問をさせていただいた

ので、大変ありがとうございました。１つ、

観光振興ということもあったんですけど、障

がいを持っている方と一緒にタンデムに乗っ

て、一般道も含めて走るということも、そう

いう企画もしていることもありまして、これ

で一般道も走れるということで、とても障が

いを持っている方と一緒に、また、いろんな

ところが走れるかなというところもあります

ので、大変ありがとうございました。

末宗委員 ちょっと１点いい。自転車専用道

路のあり方ですけど、田舎はどの分を自転車

専用道路というんかな。あるかな。

木村交通企画課長 先ほど申しましたように、

道路法で定める自転車専用道路は現在県内で

はありません。

末宗委員 ない。大分県にねえんかい。

嶋委員長 ほかに御質疑等はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

嶋委員長 ほかにないようですので、以上で

諸般の報告を終わります。

この際何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

嶋委員長 ないようですので、ここで一言私

からお礼を申し上げます。

〔委員長挨拶〕

〔松坂警察本部長挨拶〕

嶋委員長 それでは、退職予定の皆さんから

御挨拶いただきたいと思います。

〔退職予定者挨拶〕

嶋委員長 それでは、これをもちまして警察

本部関係の審査を終わります。

執行部は御苦労さまでした。

〔警察本部退室、教育委員会入室〕

嶋委員長 これより教育委員会関係の審査を

行います。

本日は、委員外議員として原田議員が出席

されています。

それでは、初めに総務企画委員会から合議

のありました第１７号議案職員の休日休暇及

び勤務時間等に関する条例等の一部改正につ

いてのうち、本委員会関係部分について、執

行部の説明を求めます。

工藤教育長 教育長の工藤でございます。

私から冒頭の挨拶を申し上げます。

委員の皆さま方には大変お疲れのところ、

大変多くの議案がありますけれども、本日は

合議案件１件、議案４件、継続請願２件、諸

般の報告５件について説明・報告をできるだ

け簡潔にいたしたいと思いますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

各事項につきましては、それぞれ担当の課

室長から説明させますのでよろしくお願いし

ます。

藤本教育人事課長 それでは、大分県議会定

例会議案の１９５ページをお開きください。

第１７号議案職員の休日休暇及び勤務時間

等に関する条例の一部改正について、御説明

いたします。

説明につきましては、配付資料の１ページ

をお開きください。

まず、１条例改正の理由ですが、地方公務

員の育児休業等に関する法律及び育児休業、

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の

福祉に関する法律の一部を改正する法律の公

布に伴い、職員が働きながら育児や介護がし

やすい環境整備を行うため、所要の改正を行

うものでございます。

２条例改正の概要といたしましては、まず
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職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例

について、大きく４点ございます。まず１点

目が、介護休暇の取得可能期間を６月の連続

するものを、３つの期間に分割して取得可能

とする改正でございます。２点目として、３

年以内で、介護のために２時間の範囲内で勤

務しないことができる介護時間を新設するも

のでございます。（３）職員が介護するため

に、正規の勤務時間を越えて勤務しないこと

を認める制度。４点目が、忌引休暇に係る子

の範囲を育児休業等と同様に拡大するなどの

制度改正でございます。

次に、職員の育児休業等に関する条例の改

正についてですが、育児休業等の子の範囲の

拡大に伴い、（１）として養子縁組里親とし

て実の親等から同意が得られないために、養

育里親として委託を受けている子などを含め

ることを規定するものでございます。（２）

として、再度の育児休業等ができる特別の事

情に、特別養子縁組が成立しなかった場合の

追加や、（３）介護時間と部分休業の合計時

間の調整を制度化するものでございます。

関連して、３のように学校職員の休日休暇

及び勤務時間等に関する条例の改正も併せて

行うものでございます。

条例施行期日は、４のとおり平成２９年４

月１日でございます。

嶋委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

馬場委員 条例改正の現行の介護休暇の６月

というのがあるんですが、取られている方と

いうのは現状いらっしゃるんですか。その辺

の現状を。

藤本教育人事課長 ちょっと今調べておりま

す。

末宗委員 待遇改善の条例だろうけど、公務

員で一番問題になるのは、待遇改善するけど

悪用する場合よね。これを拡大解釈して、大

したことないのに介護休暇じゃとかなんとか

いうてね、そういうチェックというのはどん

なふうにしていくんかなと思って。

藤本教育人事課長 介護休暇は、当然、介護

の状況等の確認を踏まえての休暇の取得とい

うことでしております。

末宗委員 証明書か何か取るの。

藤本教育人事課長 介護の認定の状況等の書

類も提出を求めます。

末宗委員 まあ、そこらあたりは気をつけて

お願いしたいわ。

嶋委員長 時間かかりますか。

藤本教育人事課長 ちょっと今調べておりま

す。

馬場委員 何が言いたかったかと言うと、６

月取った後の、その代わりの方がなかなか見

つからない場面があると、こういうのがあっ

てもなかなか取れないような状況もあるんじ

ゃないかなと思って質問したんです。

嶋委員長 後でよろしいですか。ほかにござ

いますか。

〔「なし」と言う者あり〕

嶋委員長 御答弁の前に採決していいですか。

馬場委員 いいです。

嶋委員長 では、後ほどお答えをいただくと

いうことで、本案のうち本委員会関係部分に

ついては、原案のとおり可決すべきものと総

務企画委員会に回答することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

嶋委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと総務企画委員会に

回答することに決定いたしました

以上で合議案件の審査を終わります。

次に、第１号議案平成２９年度大分県一般

会計予算のうち、教育委員会関係部分につい

て、執行部の説明を求めます。

森﨑教育財務課長 議案書の１ページをお開

きください。

第１号議案平成２９年度大分県一般会計予

算の教育委員会所管分について御説明します。

別にお手元に配付しております平成２９年

度教育委員会予算概要の３ページをお開きく

ださい。

平成２９年度教育委員会予算でございます。

が、教育委員会の予算額は、左から２列目予
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算額（Ａ）欄の上から３段目にありますよう

に１，１４１億２，１４８万９千円です。

これを右から３列目の２８年度当初予算額

（Ｂ）欄と比較しますと、その右の欄にあり

ますように、額にして３億２，７７３万２千

円、率にして０．３％の増となっております。

続きまして、先日の予算特別委員会で説明

した事業を除く主要な事業について御説明い

たします。

３８ページをお開きください。

事業名欄上から２番目の公立高等学校等奨

学金給付事業費３億３，７９３万円です。

この事業は、高校生の授業料以外の教育費

の負担を軽減するため、非課税世帯を対象に、

返還不要の奨学給付金を支給するものです。

続きまして、５７ページをお開きください。

事業名欄一番上の小学校学力向上対策支援

事業費１億７，７４０万３千円です。

この事業は、客観的な数値目標を設定し、

学力向上を計画的に推進する市町村に算数の

習熟度別指導推進教員を配置するとともに、

基礎・基本の定着に加え、活用力の理解度を

把握するため、学力定着状況調査を実施しま

す。

続きまして、６７ページをお開きください。

事業名欄一番上の未来を創る学び推進事業

費９３７万５千円です。

この事業は、平成３２年度からの大学入試

改革に向け、生徒が主体的・協働的に学ぶア

クティブ・ラーニング型授業の導入などによ

り、授業改善を推進し、高校生の学力向上を

図るものであります。

その下の地域の高校活性化支援事業費２千

万円です。

この事業は、地域の高校が地元に信頼され

選ばれる学校となるよう、外部講師の活用な

どの学力向上に資する取組に加え、地域住民

等との連携による学校の魅力化・特色化の取

組を行うものであります。

続きまして、６９ページをお開きください。

事業名欄上から２番目の地域みらい創造ビ

ジネスチャレンジ事業費６７７万５千円でご

ざいます。

この事業は、商業系高校生を対象に、ビジ

ネスの視点で課題を解決できる能力を育成す

るとともに、地域の課題を踏まえた商業の実

践的な学びを推進し、ビジネスに係る総合的

な力の習得を図るものであります。

続きまして、７５ページをお開きください。

事業名欄下から２番目の青少年教育費のう

ち、右端、事業概要欄の２行目、１つ目の黒

ポツのくじゅう・国東半島を活用した青少年

の育ち応援事業費２７１万４千円です。

この事業は、医師等専門家と連携し、ネッ

ト依存など日常生活等に困難を抱える青少年

に対し、青少年の家を拠点にくじゅう・国東

半島の豊かな自然体験活動を提供することに

より、社会的自立を促すものです。

続きまして、９８ページをお開きください。

事業名欄一番上の学校保健費のうち、右端、

事業概要欄下から４ポツ目の児童・生徒の歯

と口の健康促進事業費１６９万６千円でござ

います。

この事業は、虫歯本数の多い市町に対し、

歯磨き指導、食に関する指導、フッ化物の活

用の３本柱による虫歯予防対策を実施するこ

とにより、児童・生徒の歯と口の健康促進を

図るものです。

最後に、１０２ページをお開きください。

県立スポーツ施設建設事業費１４億６,９

９２万２千円でございます。

この事業は、武道競技を中心として多目的

に活用できる屋内スポーツ施設の整備を行う

ものです。

施設の本体工事等を進めるほか、模型等を

活用した県内紹介展などの広報活動を通じて、

しゅん工に向けた機運の醸成を図ります。

以上で、教育委員会の平成２９年度大分県

一般会計予算についての説明を終わります。

嶋委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

濱田委員 さっき説明があった６７ページの

地域の高校活性化支援事業２千万円ですけれ

ども、これは言うまでもなく、いろんな地域
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で、大分とか特殊なところは別にして、ほと

んど定数割れが非常にひどいですよね。だか

ら、これをやはり地域一体で何とか定数をあ

る程度確保するという方向に行くには、やっ

ぱりこういう地域を巻き込んだ、その高校を

どんなふうに活性化するかという視点が一番

これから大切になると思うんですけれども、

予算２千万円で足るんかなというような気が

しますけれども、その辺の、どの辺までです

ね、やはり地域密着度を深めて地域の高校が

活性化すると、この２千万円でちゃんとでき

ると考えておるのか、その辺をちょっとお伺

いしたいんです。

姫野高校教育課長 本年度指定校は１１校で、

地域と連携した取組を行ってまいりました。

その結果として、１１校のうち６校が昨年度

と比べて欠員の減少ができるようになってお

ります。

更に、５校ほど新たに今計画を練っており

まして、来年度につきまして、その１５校程

度の中で地域を巻き込んで、地域と一緒にな

って定員確保等特色ある活動をやっていきた

いと。併せて、最終的には学校の力を付けて、

そして、最終的には予算立てしなくても定員

が集まるような魅力化を目指していきたいと

いう意気込みで、次年度やっていきたいと思

っております。

濱田委員 結局ね、私は玖珠ですから、美山

高校になりますけれども、今、生まれる人が

１万人を割りましたわね。総合的に、県内ど

こに行こうと、どこかが増えてどこかが減る

わけですよ。定数自体、定数というか、その

総数自体はそうよそから入って来ない限りは

余り変わらんわけで。その辺の認識の中で、

その地域の、例えば、玖珠でいいますと去年

１７０人しか郡内で生まれていないんです。

もう全部来ているんです、定数いっぱいなん

です、１６０人ですから。

だから、そういうことを今から将来を考え

て、今、去年生まれた人はあと１４年で高校

に入りますから。だから、やはり地域的にそ

の長さと、今からの長さと、それから今の１

年１年という問題をどう学校、もうもちろん

一番なのは学校なんです。校長を中心にどん

なあれを組んでくるのか。だけど、県教委と

いうのはそれを指導する役目にあるわけです

から、その辺の認識はもうちょっと僕は深め

ていただかんと、恐らくどこかで分校になる

か何かにならざるを得ないような学校が何校

もちろんありますよ。今年は監査委員ですか

ら、監査でも随分学校に行かせていただきま

した。もうこれは何年ももたんなと私は感じ

ておりますけれども、やっぱりその辺もうち

ょっとね、もうちょっと何かいい答弁をやっ

てください。

姫野高校教育課長 中長期、短期的な取組に

ついて、高校教育課でも考えていきたいと思

っています。中期的には県の地域創生の取組

と一緒になって、今、委員がおっしゃったよ

うに、その地域に人を呼び込む、例えば、竹

田、宇佐のように、いろんなところから人を

巻き込んで教育のまちづくりとして、高校が

魅力ある学校となるような取組というところ

まで考えながら進めていきたいと考えていま

す。

馬場委員 ２つお尋ねをしたいんですが、５

７ページの小学校の学力向上対策支援事業と

いうのに取り組まれて、大分県の学力定着状

況調査も計上されているんですが、学力をつ

けるというのはもう本当に一番大事なことだ

と思うんですが、ただ、小学校の不登校が全

国的に増えていますよね。学力をつけるとい

うことと、その学力は伸びていっているけれ

ども、その辺の不登校が増えているという、

そこの小学校の因果関係というのは、この学

力テストというものが１つあるのかどうか。

その辺の弊害、学力テストを行うことによる、

何か弊害とかいうのはないのかなと思うんで

すけど、その辺もしございましたら、いろん

な課題があったら教えていただきたいなと思

います。

もう１点は、先ほどの９８ページの学校保

健費の児童・生徒の歯と口の健康促進事業費

の３本柱でということでお話があったんです
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が、これは具体的にはどのような取組をされ

るのか、お尋ねをしたい。

米持義務教育課長 学力と不登校の関係につ

いて、お答えいたします。

まず、不登校の原因につきましては様々な

ことが挙げられておりまして、その子の家庭

事情とか、あるいは一定期間病気で休むため

に学習内容だとかが分からなくなってきてい

るとか、あるいは友達関係によって学校に行

きづらい状況があるとか、様々な理由が考え

られますし、またそれが複合されて増えてい

ると捉えております。

小学校におきまして、学力テストがあるた

めに学校に行くのが非常にはばかられるとい

うような話は私の所には届いていないところ

でございます。

県や国の学力テストの目的は、まずは教師

自身が自分の授業の改善のための手がかりを

得るというようなこととか、その子自身が自

分の足りないところをしっかり確認して、そ

して、先生とともに補っていき、６年間ある

いは中学校の３年間やらなきゃいけないこと

をきちっと終えて卒業するという、その目的

を子供も先生も自覚するためにやっていると

いうところですから、その趣旨をしっかりと

子供に理解してもらい、そして、それを教師

とともに補っていくという、そういう趣旨は

次第に定着しつつあると思っております。し

たがいまして、委員御指摘のようなところは

私は認識しておりません。

井上体育保健課長 歯と口の健康についてで

ございますが、まず、歯磨き指導、それから

食に関する指導、フッ化物の活用ということ

で、バランスの取れた虫歯予防を行っていき

たいと思っています。中でも、本年度まで進

めておりますフッ化物の活用というのが、や

やまだ遅れがちでありますので、来年度は、

その３本柱ももちろん大事ですが、フッ化物

の実施校を増やしていきたいと思います。

具体的な方法でございますが、学校歯科医

等にお願いしまして学校に派遣をして、学校

の中で講話等を行う。それから、もちろん学

校歯科医の方にもフッ化物の活用だけでなく、

歯磨き指導と、そういったものを併せて行っ

てもらうというようなことを考えております。

馬場委員 決して学力をつけなきゃいけない

というのは同じなんですけど、ただ、その学

力テストを含めて、目的は子供、それから、

その教職員が、教員がそこをもとにこれから

改善していくというようなところにあると思

うんですけど、ただ何かそのテストが点数に

陥って、弊害とかいうのが何か出てきていな

いかなという思いで１つ不登校の例を挙げた

んですが、是非その弊害というか、例えば、

全国的には答えを教えたりとかいうのがあっ

たりしたこともあると思いますし、当日は休

んでもらうとかいう例も全国的にはあったか

も分かりませんので、その辺はちょっとお聞

きしたところです。

フッ化物洗口については、やり方としては、

希望でやっているんですよね、強制とか、例

えば、もう絶対しなさいとかいうことはあり

ませんか、その辺は。

井上体育保健課長 実施に当たっては、学校

の教員、それから保護者への説明もしながら、

最終的には保護者の同意書を取った上で行う

ようにしております。

馬場委員 それはもう保護者の同意書を取っ

て、希望でということですよね。

井上体育保健課長 そのとおりでございます。

井上委員 ５７ページ、小学校の学力向上対

策。おおむね義務教育はそちらが管轄してい

るんですけれども、市町村との関わり、連携

をどう考えておるかということをお聞きした

いんです。というのが、市町村は大体小・中

学校、おおむねそういった関わりが大きいん

で、県は教育関係で一生懸命やっているんだ

けど、市町村の教育委員会も同じように意識

を高めながらやっていくことが私は必要だと

思うんですね。その辺の連携をどう考えてい

るのか、お聞きしたいと思います。

米持義務教育課長 市町村との連携につきま

して、お答えいたします。

学力向上アクションプランというものを各
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市町村ごとに立案していただいておりまして、

そのプランに基づきまして、県としましては

学力向上支援教員、習熟度別指導推進教員あ

るいは指導教員等の配置を行っております。

市町村は、その各市町村の重点的に学力を高

めたいところなどの学校を選んでいきながら、

そのような教員の配置、加配する教員の配置

等を重点的に考えようとしております。

また、どのあたりが弱いかということも市

町村ごとに少しずつ違いますので、そのあた

りを強化、あるいは配置する学校を選んでプ

ランを立てておりますので、そのあたりの配

置が適当かどうかということを県の施策とす

り合わせながら、そのプランを修正していた

だいて、県の思いと市町村の思いをすり合わ

せて、常に配置しております。

井上委員 とにかくしっかりやっていただき

たいということと、特に過疎地域における小

学校、大変人数が少なくて子供たちもですね、

ある意味じゃ少ないという意識が強くて、な

かなか校長まで、ちょっと別の角度から見る

と心配なところがあるんですね。そういう学

校こそやっぱり力を入れて自信を持てるよう

なそういう教育は私は必要だと思うんですけ

れども、その辺についてどうですか、少人数

学級、いわゆるそういった過疎地における、

小・中学校における対応について何かござい

ますか。

米持義務教育課長 県内どこの学校に行って

も、同じような一定レベルの学力が身に付く

ということは県としても考えなきゃいけない

ことと認識しております。

また、少人数の学級の場合に、先生の指導

しやすい環境というのは逆にありますので、

教師の指導力そのものが問われてくると思い

ます。したがいまして、教科の、例えば、算

数、数学の協議会を開催しまして、各学校の

担当者を県でお呼びして、一定の求められて

いる授業の進め方とかを講習しながら、帰っ

た学校におきまして、それが実現できるよう

にということを県としてはコントロールして

いるところでございます。

また、複式学級等もありますので、その辺

りも指導が偏らないように、その進め方につ

いても、一定の市町村と連携を取りながら、

進め方等の指導法を共有しておりまして、一

定の成果も上げてきていると認識しておりま

す。特に、例えば、玖珠町等におきましては、

小学校においては非常に学校規模も小さいと

ころが多いんですが、成果を上げてきて、県

の中でも非常にトップクラスに行っていると

ころでございます。

井上委員 しっかり指導をしていただきたい

と思います。

堤委員 ２点ほど。概要書の２０ページの小

・中学校の３０人学級の問題ですね。これは

大体定例会等で取り上げるんだけれども、昨

年は第４回で少人数学級の教職員定数拡大に

ついて国に改善を要望しているという教育長

の答弁がありますし、２５年でも少人数学級

について、教職員定数の在り方全般について

国が検討していくということで答弁されてい

るんだけれども、現状、国の状況というか、

動向というか、それと併せて県がこう要望さ

れてきているんだけれども、それについて国

は具体的にどう応えようとしているのかとい

う点が１点。

それと、２つ目は高校教育課になると思う

んだけれども、例の竹田高校の剣道部員の死

亡事件の控訴の関係。全国支援者の会からの

県知事宛てに控訴取下げの要請が来ていると

報道されていますし、その原文も私読んでみ

たんだけれども、その対応についてどうされ

ているのかと。教育委員会の控訴理由として、

全身状態を悪化させる行為が行われたかどう

か疑問だとか、部活動に携わる教員に大きな

影響があると言っているんですけれども、ど

んな趣旨でこういう内容について決定をした

のか。では、こういうのに向けて国も若干部

活動について方向性が新しく出ておりますけ

れども、その点についてその２点、ちょっと

教えてください。

藤本教育人事課長 ３０人学級に伴う国への

要望に対する国の動向についてでございます。
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現在、国会で標準法の改正が審議をされて

おります。その内容につきましては、平成２

９年度から３８年度の１０年間で国全体の加

配定数の約３割を基礎定数化するというもの

でございます。

その対象となるものが、指導方法工夫改善

の加配の一部、外国人児童生徒等指導教員の

加配のうちの約９割、それと通級指導加配の

９割、そして初任者研修指導教員加配の全体、

これらを現在も加配の分を基礎定数化すると

いうような動きが今、国会で審議されている

状況でございます。

井上体育保健課長 竹田高校の事件のことに

ついて、体育保健課からお答えします。

全国支援者の会から、ファクスなりいろん

な御意見が県に寄せられております。体育保

健課でそれは集約しているところでございま

すが、その件については現在、裁判中でござ

いますので、そういった件については適宜、

その寄せられた意見について集約をしている

ところではございますが、それについて対応

ということは裁判中でございますので、それ

はしておりません。

３点目の部活動の状況でございますが、先

般、部活動の指導員の制度であるとか、そう

いったものが出されたところではございます

が、県としては既に導入を決めている県とか、

これから部活動指導員制度とか、そういった

ものを導入しようとしている自治体等を調査

研究をさせていただきながら、検討を進めて

まいりたいと、そのようなことを考えており

ます。

堤委員 基礎定数化にするという審議がされ

ていると。例えば、先ほど９割とか３割と言

われたんだけれども、仮にそれが標準定数法

が変わったとして、大分県にとってみれば、

どういう定数に増えてくるの。

それと、さっきの体育保健課の関係で、い

ろんな意見が寄せられていると、そういうの

ね。どういう意見が寄せられているかという

のは、ちょっと資料として後日で構わないけ

れども、ちょっと欲しいんですけれども、こ

れは誰に言えば。よろしくお願いします。

藤本教育人事課長 本県への影響についてで

ございますが、本県の基礎定数化の対象とな

る一定規模の学校、教員１人当たりの対象児

童生徒、そういったものが大分県においては

少ないということもありまして、基礎定数化

によった場合は現状の加配の分から定数の減

となる見込みでございます。その減について

は、加配の中で国に要求をしていくというこ

とになろうかと思います。

宮迫教育次長 堤委員からございました竹田

高校の剣道の支える会、または要望というこ

とですけれども、これどういうものが出され

るのか、ちょっと具体的に検討して、出され

るものを資料として提出させたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。

二ノ宮副委員長 ６７ページの地域の高校活

性化支援事業、予算特別委員会のときに関連

で定数割れを聞きました。途中でやめたんで

すけど、一般質問的になるということでちょ

っとあのときはやめました。ちょっと教えて

ください。

前期後期の再編計画が２８年度で大体終了

したということで、その再編をした高校の定

員割れをしている高校をちょっと教えていた

だきたいんです。例えば、玖珠美山が４０人

に至らないとか、そういう一定のはあるんで

すけど、その見通しに対して聞きたいんです

けど、その結果をちょっと教えてください。

姫野高校教育課長 再編整備した学校の欠員。

二ノ宮副委員長 数はいいです。高校名だけ

聞かせてください。

姫野高校教育課長 国東高校、それから津久

見高校、佐伯豊南高校、玖珠美山高校です。

二ノ宮副委員長 私は２年前に県議になった

んですけど、それ以前は小学校の統廃合にず

っと関わり合いを持っていました。今言った

地域の中で学校がなくなると本当に地域が疲

弊するということで、今そういうことを中心

に県議会活動しているんですけど、一番初め

に地域の学校がなくなるんじゃないかという

ことで一般質問して、そして、この活性化支
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援事業を予算化していただきまして、そのこ

とについて本当に感謝したいと思っています。

今、例えば、国東とか津久見とか玖珠美山、

佐伯豊南とか、恐らく先を見込んで再編計画

を立てた。ところが、もう終わる段階でこん

なに大きい定員割れができていると、そうい

う分析というのはどういう具合にしているん

ですか、なぜこういう結果が出たかというの

は。

姫野高校教育課長 当初の状況に比べて大き

な少子化の状況が今続いていると把握をして

います。

二ノ宮副委員長 少子化というのは、高校に

入る１０年前にはもう分かっていると思うん

ですけどね。

姫野高校教育課長 当初、平成１７年のとき

に立てた高校改革推進計画では、平成２６年

度に下げ止まりを行うという形で計画を行っ

ておりました。ただ、先ほど濱田委員からあ

りましたけれども、この後、１万を切るよう

な状況の中で、まだ生徒数の減少が起きてい

るというような状況でございます。そういっ

たところでこのような状況が今生じていると

考えております。

二ノ宮副委員長 去年のこの事業の内容をず

っと資料を頂いて、１１校全部見させていた

だきました。私、由布高校のことばっかり言

うんですけど、みんなのマイスター養成プロ

ジェクトということで、とりあえず観光科の

人間は英語や中国語、韓国語、何でもいいん

ですけど、片言でしゃべれるような状況で高

校を出ることによって、そういう需要がいっ

ぱいあるんじゃないかということで、それを

実際にやっていただきました。それと、やは

り学校が元気だということで、神楽部が台湾

に行ったり、いろんな公演をしたり、そして、

全国で優勝したりというようなことで今回、

定員がいっぱいになって大変喜んでいるんで

すけど、そういうやり方をしていかないと、

玖珠美山には去年行かせていただいたんです

が、校長もすごいやる気で、地域の人たちも

本当にすごい支援をしているんですけど、結

果４４名です。約３分の１。例えば、玖珠美

山に当然来る人たちが、どこの高校に行った

かと、そういう分析もやっぱりやっているん

ですか。

姫野高校教育課長 地域の中学校の子供たち

がどこの学校に進学していったかということ

は情報としてはつかんであります。

二ノ宮副委員長 これ、この間言ったんです

けど、あと３、４年で６５８名か、あと３年

先にね、５年前から見ると減ると。そうなっ

たときに、これからどうやっていこうという

ように今考えているんですか。間違いなくそ

の現実は私、来ると思うんですけど。

姫野高校教育課長 現段階では私どもといた

しましては、例えば、先ほど言った由布高校、

それから中高連携型の安心院高校につきまし

ては、地域からの中学校の率が大変上がって

おります、今回。そういった形で定員割れが

なくなったと。

また、耶馬溪校につきましても、活性化支

援事業で、昨年の欠員から半減するような状

況になっている。今おっしゃったような地域

と一緒になって取り組む活動をますますやっ

ていきたいと。先ほど前回の常任で玖珠美山

高校につきましては、来年１年間、これから

教育委員会がきちんと入っていって、学力の

指導をしていくということを述べさせていた

だきましたけれども、そういう形で学校と一

緒になって定員確保の課題に対応していきた

いと考えています。

二ノ宮副委員長 １市に１つの高校が絶対に

私は必要だというように思っています。そこ

が消えないように、この活性化事業も少し視

点を変えて、更に予算を増やしていただいて、

絶対効果が上がっているというように考えて

いますので、よろしくお願いします。

嶋委員長 ほかにございますか。

〔「なし」と言う者あり〕

嶋委員長 ほかに御質疑等もないので、先ほ

ど審査いたしました警察本部関係部分を含め

採決いたします。

本案のうち本委員会関係部分については、
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原案のとおり可決すべきものと決することに

御異議ありませんか。

〔「異議あり」と言う者あり〕

嶋委員長 御異議がありますので、挙手によ

り採決いたします。

本案のうち本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと決することに

賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

嶋委員長 賛成多数であります。

よって、本案は原案のとおり可決すべきも

のと決定いたしました。

次に、第４３号議案大分県立学校いじめ対

策委員会条例の制定について、執行部の説明

を求めます。

樋口生徒指導推進室長 議案書の２５１ペー

ジをお開きください。

第４３号議案大分県立学校いじめ対策委員

会条例の制定について御説明いたします。

説明は配付資料の２ページで行います。

この条例は、いじめ防止対策推進法第１４

条第３項の規定に基づき、いじめの防止、早

期発見及びいじめへの対処のための対策を実

効的に行うため、その対策について審議し、

並びに県立学校から報告を受けたいじめに関

する事案及びいじめにより発生した重大事態

について調査するため、大分県立学校いじめ

対策委員会を設置するものです。

重大事態とは、いじめにより児童等の生命、

心身、財産に重大な被害が生じた疑いがある、

または、児童等が相当の期間学校を欠席する

ことを余儀なくされている疑いがある場合と

されています。

対策委員会の委員は法律、医療、心理、福

祉、教育に関し、優れた識見を有する者を１

０名以内の枠で委嘱する予定です。

対策委員会の設置に伴い、調査の迅速性、

公平性、専門性が高まるものと考えておりま

す。

下の図左側は、いじめの重大事態が発生し

た際の調査の流れを示しております。重大事

態が発生した場合、まず県教育委員会で調査

の主体を県教委とするか、学校とするか判断

しますが、県教委が調査の主体となった場合

には対策委員会に調査を依頼し、結果の報告

を受けることとなっております。

右の図は、重大事態には該当しないいじめ

についても、県教委が必要と認める場合に、

対策委員会に調査を依頼し、結果の報告を受

けることができますので、その流れを示して

おります。

施行期日は公布の日としています。

嶋委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

堤委員 １つだけ。この内容はすごくいいと

思うんですよ。県立学校についてはこれで担

当できるんですね。ただ、私立学校について

は、当然これは及ばない事態になるわけね。

そうしたときに、いろいろ問題があるんだけ

れども、私立学校についてのこういうのもね、

どうなんだろうね、教育委員会が、生活環境

部の私学振興と共同して、県立でこういうこ

とをするから、私立でも是非こうしてほしい

という、そういう横の連携というか、同じ学

校ですから、私立か県立の違いだけだから。

しかし、いじめというのはどこでもあるわけ

ですよ。そういう点で生環の私学との連携を

この問題はどう取っていかれるのかというこ

とをちょっと確認をさせてください。

樋口生徒指導推進室長 私学につきましては、

学校法人が調査の主体となっておりますので、

学校法人が調査をする際に、調査委員をどう

するのかとかいうような部分で御相談があり

ますので、私学振興・青少年課とともに職能

団体等を通じて委員の紹介をする、あるいは

御相談があった場合には一緒に指導・助言等

に応じるというような形で連携を図ってまい

りたいと考えております。

堤委員 是非お願いします。

嶋委員長 原田議員、何かございますか。

原田委員外議員 市町村立学校、いわゆる義

務制について、同じようなものが求められる

んじゃないかなと思うんですけど、その辺に

ついてはどうお考えか、是非お聞きしたいと
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思います。

樋口生徒指導推進室長 現在、市町村におき

ましては、５市町村におきまして、このよう

な附属機関が設置されておりますので、今後、

それ以外の市町村につきましては、そういう

調査機関の設置に向けて働きかけをしていき

たいと考えております。

嶋委員長 ほかにございますか。

〔「なし」と言う者あり〕

嶋委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より採決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

嶋委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、第４４号議案平成２９年度における

県立スポーツ施設建設事業に要する経費の市

町村負担について、執行部の説明を求めます。

山上屋内スポーツ施設建設推進室長 議案書

の２５４ページをお開きください。

これは県立スポーツ施設建設事業に係る経

費の大分市の負担割合について、地方財政法

第２７条第２項の規定に基づき、市へ意見を

求め、了承する回答を頂いたので、今回第１

回定例会に議案として提案するものでござい

ます。

嶋委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

濱田委員 これは大分市に立地をするし、大

分市との提携ということでありますけど、今

後、他市町村にどういう施設とかいうのは限

定はできなくても、やっぱりその都度都度で

市町村の負担を求めたり、そういうことは今

後もあり得る状況なんですかね。

山上屋内スポーツ施設建設推進室長 屋内ス

ポーツ施設の建設に当たりましては、他の市

町村からその都度もらうという、今のところ

予定はございません。

濱田委員 いやいや、そうではなくて、これ

はこれでいいわけですよ。だけど、県立の何

かの施設を他市町村でするときに。そのとき

に市町村に要求したり、あるいは一緒にやら

んかということで、そういう可能性もあるん

ですかということを聞いているんです。

山上屋内スポーツ施設建設推進室長 それに

つきましては、そのときそのときの建設の状

況、それから、市町村の受益の中で判断して

いくものだと思いますので、今の段階では何

もお答えすることはありません。

嶋委員長 ほかにございますか。

〔「なし」と言う者あり〕

嶋委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より採決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

嶋委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、第１号報告損害賠償の額の決定につ

いて執行部の説明を求めます。

姫野高校教育課長 議案書の２５６ページを

お開きください。

第１号報告損害賠償の額の決定について御

説明いたします。

これは地方自治法第１７９条第１項の規定

に基づき、損害賠償の額について知事の専決

としたことから、同条第３項の規定により議

会に報告し、承認を求めるものでございます。

３の事故の概要でございます。平成２６年

２月５日午後２時４０分頃、大分県立中津南

高等学校において、清掃の時間中に、当時同

校３年生であった生徒が同校校舎４階の窓掃

除をしようとして、２階テラス部分に転落し、

亡くなったものでございます。

賠償金額は８００万円でございます。

賠償の相手は御遺族でございます。

和解の内容ですが、御遺族には、同年６月

１９日にスポーツ振興センターの死亡見舞金

２，８００万円をお支払いした後、賠償につ

いて協議を進めてまいりました。

昨年、１０月３１日、御遺族の代理人弁護

士から、新たに和解について提案があり、平

成２９年２月１６日に、和解金額８００万円
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で協議がまとまったものでございます。

なお、今回、交渉事であったことや、御遺

族へ早期に和解金をお支払いするため、平成

２９年２月１４日に知事の専決処分とさせて

いただきました。

嶋委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

堤委員 １つだけ。これは賠償について、当

然両者で協議しているんだけれども、基礎と

なるものというのはあるんですか。こういう

ような事故の場合にはどれぐらいの話がある

とか、よく普通の場合、損害賠償があるんだ

けれども、こういう県と向こうの人と話すと

きにそういう基礎的な数字というのはあるの。

姫野高校教育課長 規則というか、過去の判

例とかそういう中で両者で話をしていくと。

濱田委員 こういう件数ですね。訴訟とかは

別として今、いわゆる大分県教委が抱えてお

る事故とかを含めてどのくらい件数としてあ

るんですか。具体的な問題は別にして。

宮迫教育次長 今具体的にですね、そういう

損害賠償という形で顕在化しているというも

のはないと。事故等は起こっておりますけれ

ども、今後、そういったものに、竹田が先ほ

どありましたけれども、それ以外については

顕在化しているというものはないと認識をし

ております。

嶋委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

嶋委員長 ほかに御質疑等もないので、これ

より採決いたします。

本案は、承認すべきものと決することに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

嶋委員長 御異議がないので、本案は、承認

すべきものと決定いたしました。

次に、請願の審査を行います。

継続請願１０国の責任で３５人学級の推進

を求める意見書の提出について及び継続請願

１１大分県独自で少人数学級の拡充を求める

ことについて、一括して執行部の説明を求め

ます。

藤本教育人事課長 請願の説明をする前に、

第１７号議案のときに馬場委員から質問がご

ざいました介護休暇の取得者の数でございま

す。平成２８年におきましては２人、平成２

７年においては８人という状況でございます。

それでは資料の３ページ、４ページで御説

明いたします。

少人数学級の状況につきましては、１国の

状況及び２本県の状況までにつきましても、

前回まで説明した内容のとおりでございます。

再度、大分県全体の状況について、２の

（６）規模別の学級数を説明いたします。

小学校では、２６人から３０人の学級が最

も多く全体の２４．８％、３５人以下となっ

ているものが９０．５％、３０人以下が７６．

１％となっております。

中学校でも、２６人から３０人の学級が最

も多く３２．９％、３５人以下学級が全体の

７４．５％、３０人以下は５７．２％となっ

ております。

４ページは、市町村別の規模別学級数の割

合をグラフに表したものでございます。色の

濃いところが３５人以下となっている割合で

ございます。

米持義務教育課長 資料の５ページを御覧く

ださい。少人数学級の取組と効果について御

説明します。

現在、県内全ての小学校１・２年生、中学

校１年生で３０人学級を措置しております。

資料上図を御覧ください。

小学校では、小１プロブレムの発生率が、

平成２１年度の３２．３％から平成２８年度

の１７．４％へ約１５％減少しております。

資料の下図を御覧ください。県の学力定着

状況調査において、低学力層の割合が平成２

１年から２８年にかけて減少し、国語、数学、

理科は、標準の７％と同程度か、それより少

なくなっています。

教職員定数改善については、学力向上、不

登校対策ほか、複雑・多様化する課題に対応

するために、政府予算等に対する提言や全国

及び九州地方教育長協議会等を通じて毎年度、
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国に対して要望しております。

今後とも国の動向を注視し適切に対応して

まいります。

嶋委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

堤委員 小１プロブレムと学力の関係で、い

わゆる少人数学級の方が非常に出現率が低い、

また、学力の定着もあるというのがこの表の

結果と見てよろしいですね。

米持義務教育課長 そういう説明のため、資

料を設定しております。

堤委員 それでね、委員の皆さんにお願いし

たいんだけども、継続請願１０と１１、国の

責任でということを県での責任でというのは

分けて考えてほしいんですよ、当面は。もう

これ１年継続していますからね。１年間やっ

ぱり結論が出なけりゃ、この委員会としてど

うなのかというのを問われる中身になります

からね。国としても、先ほど話をしましたけ

れども、県としても要請をしてきている、標

準法の改正とか定数法の問題についてはね。

そういう点では国に対してやっぱり県を応援

するという立場からも、是非１０は採択をし

てほしいんです。

それと併せて、やっぱり県も、別に市町村

の中で少人数のところを３０人学級にせえと

は誰も言っていないんです、誰も言っていな

い。そうじゃなくて、今現状４０人とか３５

人以上とか、そういうところがやっぱり現実

あるわけですよ、都市部でいくと。そういう

ところが県としてね、やっぱり国がしなけれ

ば県としてそこら辺はやっぱり面倒を見ると。

先ほどから言っているけど、どこの地域に住

んだとしても本当に同じ学力を定着させてい

きたいという、県教委の気持ちの中でこの少

人数学級で小１プロブレムの問題、学力の問

題、非常に有用性は出てきているわけですか

らね。是非そういう点では県でもしてほしい

という請願を採択していただきたいし、特に

国についてはもう、継続じゃなくて今日採択

を本当にしてほしいと思います。この切なる

私の願いです。今日傍聴にも提出者が来てい

ますから、是非そこらをしっかりと議論して

ください。

馬場委員 ４ページの資料に市町村別の小学

校、中学校の規模別学級数が出ているんです

が、大分県で小学校３０人以下学級を小学校

３年生から６年生まで実施した場合、それか

ら、中学校で中学校２年、３年生を実施した

場合の財政的な部分というのはどのくらいか

かるかというのは、これは試算はどうされて

いるんですか。

藤本教育人事課長 ３０人学級にした場合と

いうことでございますか。（「はい」と言う

者あり）現在の財政の単価等で試算をしたと

ころの小中学校全ての学年で３０人学級をす

れば、約３０億円ほどの人件費の増が見込ま

れます。

馬場委員 それは小中含めてということです

か。

藤本教育人事課長 小中全体で。

馬場委員 私も、市町村によっては３０人以

下学級になっているというところもございま

すし、ただ、大分市とか、中学校はかなりば

らばらのような感じもするんですが、やはり

３０人学級を本当早期に実施していくことに

よって、本当に一人一人の子供たちがもっと

もっと学ぶこともできますし、力を付けるこ

ともできるんじゃないかなと思うので、是非

請願も含めて３０人以下学級を実施していた

だきたいなと思いました。

濱田委員 これは先ほどあったように、もう

１年間やっていますし、我々ももう今日の委

員会で終わりですからね、最後は決着つける

べきだという考え方で言いますけれども、今、

お金の問題とかいろいろ言いましたけれども、

お金要らなくて私は逆に言えば、田舎の郡部

というのは複式学級も多いし、むしろ少ない

のをどれだけもっと大人数のところでやれる

か、むしろその視点の方が今、私は大分県全

体のこの数字を見たときに大事じゃないかな

と思うんですよ。５０人オーバーというとこ

ろはほとんどないんですから、４０人近いと

か、そんなのは私は十分解決できる問題では
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ないかなと。

逆に少ないところ、小学校なんか本当全校

で十何人とかがありますよ、何ぼでも。これ

には教育の問題としてはこっちの方が僕は重

大じゃないかなと感じておりますし、そうい

う面を含めたとき、数字から見たらもう小学

校３５人以下は９０．５％ですよ。３５人以

下が中学でも７４．５％ですよ。当分ね、ち

ょっとそう考えんでも、わざわざ法律にそう

いうようなことを縛らんでも、自然にそうな

ると思うので、私はむしろ大人数をもうちょ

っと減してとかいうよりも、少人数の学級を

どうするか、私はこっちの方が大きな課題だ

と思いますので、むしろ決を取って、もう我

々の委員会で最終的には結論を出してやって

いただきたい、そう思います。

二ノ宮副委員長 私は今のと真反対なんです

けど、例えば、由布市で見たときに、一番小

さい学校は３４、５人です。１学年４、５人

とか２人とか。そこも確かに厚く先生は配置

をしていただいて、結構その小規模校のよさ

というのが出ているんですけど、今度は逆に

私のところの一番大きいところは５００ちょ

っとですかね、そこも毎年増えているんです

ね。そこに行ったら大変ですよ。そこが将来

的に３５人以下になるかというと、増えると

ころはじゃんじゃん増えるんですよ、減ると

ころは減るんです。だから、やっぱりそうい

う人たちのことを考えていかんと、私は大変

じゃないかと思うんです。いろんな考え方が

あるんですけど、私は小規模校はもちろん良

さがあり、そして、割りかし手厚く、例えば、

うちの谷小学校は約４０名なんですけど、結

構先生がいるし、昨日も卒業式行っていろん

なお話聞いたんですけれども。今度、挾間小

学校という一番大きなところに行くんですけ

ど、もう大変らしいです。ほとんど４０人学

級。

だから、いわゆる私たちとしては国に要望

するというのは当然当たり前のことだと思う

んですね。だから、国があとどう判断するか

は別だと思います。

そういうことで、是非私も通していただき

たいと思っています。

堤委員 ちょっと１つ。小規模校の問題をど

うするかというところは教育だけの問題では

けりが付かないんですよね。少子化の問題で

すが、もう皆さんいつも言う地方創生の問題

だとか、そういう様々な施策をすることによ

って、その地域で本当に生活ができる、生活

することで子供を産んで、その学校へやると

いう、絶対的なその問題をしていかなければ、

もしこのままでいけば、本当に小・中学校の

合併ですよ。合併しかなくなってくるわけ、

選択肢は。そうしていくときに、そこへ通う

子供たちはその地域からいなくなってしまう

という、非常に大きな問題がある。

だから、大規模校の、やっぱり少人数学級

化をすると同時に、教育委員会だけじゃなく

て、小規模校についてはやっぱりそういう点

で県全体として具体的にやっていく、よく言

われるのは農業の振興だとか、商工業の振興

だとか、そういうのを含めてやっていかなけ

れば、この今の論法でいっちゃうと、もう合

併しかなくなってしまうという論法に行き着

いてしまいますからね、そういう点ではよく

地方創生と言われるわけですから、そういう

小規模校については地方創生を本気になって

やっていくという、そういう立場からも大規

模校をどうするか検討されて、請願を採択し

ていただきたいと、これは私の要望でござい

ます。

嶋委員長 ほかにございますか。いろいろ御

意見もございました。委員会としての結論を

求める声もありましたので、これより採決を

行います。

まず、継続請願１０について、本請願は採

択すべきものと決することに御異議ありませ

んか。

〔「異議あり」と言う者あり〕

嶋委員長 御異議がありますので、挙手によ

り採決いたします。

本請願は採択すべきものと決することに賛

成の方は挙手願います。
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〔賛成者挙手〕

嶋委員長 可否同数であります。よって委員

会条例第１４条第１項の規定により委員長が

可否を決します。

委員長は不採択と裁決いたします。

よって、本請願は不採択とすべきものと決

定いたしました。

次に、継続請願１１について、採決いたし

ます。

本請願は採択すべきものと決することに御

異議ありませんか。

〔「異議あり」と言う者あり〕

嶋委員長 御異議がありますので、挙手によ

り採決いたします。

本請願は採択すべきものと決することに賛

成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

嶋委員長 可否同数であります。よって委員

会条例第１４条第１項の規定により委員長が

可否を決します。

委員長は不採択と裁決いたします。

よって、本請願は不採択とすべきものと決

定いたしました。

次に、執行部より報告をいたしたい旨の申

し出がありましたので、これを許します。

まず、①から②までの報告をお願いします。

能見教育改革・企画課長 「芯の通った学校

組織」推進プラン第２ステージ～大分県版

「チーム学校」実現プラン～について御報告

いたします。

別冊資料としてプラン本文をお配りしてお

りますが、その４０、４１ページの概要資料

によりかいつまんで御説明いたします。

まず、４０ページ左上の１では、これまで

の芯の通った学校組織の構築による学校改革

を総括しております。現行の活用推進プラン

の最終年度に当たり、昨年夏の、各学校の校

長やＰＴＡ会長等を対象に実施したアンケー

ト調査結果は、（１）に記載のとおり、学校

マネジメントの取組が着実に進展し、組織的

な学力・体力の向上、不登校対策等の成果が

現れつつある一方で、「全教職員に徹底する

には更なる時間が必要」といった声が寄せら

れるなど、取組の継続・徹底と質の向上が求

められる状況が見られたところです。

そして１の（３）ですが、教職員個人の力

量に加えて学校の組織的課題解決力を維持・

向上させるためには、芯の通った学校組織の

取組を継続し、当たり前の学校文化にしてい

く必要があります。

また、２の教育改革の方向性として、教育

長計「教育県大分」創造プラン２０１６や学

習指導要領改訂、「次世代の学校・地域」創

生プランなどを踏まえる必要があります。

これらを踏まえ、本プランの方向性を示し

たのが３になります。併せて４０ページ中段

のイメージ図も御参照いただければと思いま

す。

まず１つ目のダイヤにあるとおり、これま

での芯の通った学校組織を基盤として、スク

ールカウンセラー・スクールソーシャルワー

カー等の専門スタッフや事務職員などの専門

性を生かすため、チーム学校の視点を取り入

れます。加えまして、学校マネジメントの質

の向上と教職員の人材育成を通じて、組織的

課題解決力の更なる向上と学校教育水準の向

上を図ってまいります。

また、２つ目のダイヤですが、学校の枠を

越えて縦と横の連携・協働を促します。幼稚

園から小・中・高、大学に至る学校段階間の

接続と、イメージ図にもございますとおり、

家庭・地域との協働や福祉・警察など関係機

関との連携を促進することで、持続的・発展

的な教育活動を実現し、本県教育水準の向上

を図ります。

本プランの対象期間ですけれども、３の右

肩にあるとおり、来年度から「教育県大分」

創造プラン２０１６の中間年である平成３１

年度までの３か年とします。この３年を「芯

の通った学校組織」の第２ステージと位置づ

け、教育県大分の創造に道筋をつけるべく目

標値達成を目指してまいります。

具体的には、各学校では、４にあるとおり、

学校マネジメント、授業改善などの取組を進
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めますし、行政としては次のページの５と６

の取組を推進いたします。

５（１）の学校マネジメントの深化では、

①に記載の４つの観点に重点を置いて指導・

支援を行ってまいります。（２）の授業改善

の徹底では、小・中・高等学校を通して、い

わゆるアクティブ・ラーニングの視点からの

授業改善を推進するとともに、③にあります

ように、特別支援教育の視点からの授業改善

を推進します。右側にまいりまして、（３）

では、体力向上の推進と併せて健康課題への

対応、（４）では、いじめ・不登校対策等の

取組を推進してまいります。

なお、福祉・警察等関係機関との連携を強

化し、学校をプラットフォームとした子供の

貧困対策、いじめ・不登校対策等の充実・強

化を図るため、平成２９年度組織改正では、

学校安全・安心支援課を新設することとして

おります。

最後に６学校を支える取組としては、教育

県大分を担う人材育成や、教育事務所などに

よる指導・支援など教育指導体制の強化等の

取組を進めることとしております。

もとより、芯の通った学校組織の取組は、

目標達成に向けた組織的取組を通じてチーム

として個々の強みを生かし、弱みを補い合う

中で学校教育活動を効率的・効果的に進め、

学校のパフォーマンスの最大化を図るもので

ございます。引き続き市町村とも緊密な連携

を図りながら、本プランに沿った取組を着実

に推進することにより、教育県大分の創造を

目指してまいります。

後藤特別支援教育課長 大分県立南石垣支援

学校における事故調査委員会の経過と予定に

ついて御説明します。

資料の６ページをお開きください。昨年９

月、大分県立南石垣支援学校において給食中

に発生しました事故のその後の対応について

御報告いたします。

事故後、外部専門家による事故調査委員会

の設置及び開始日について保護者と御相談を

十分に重ね、１２月２５日に第１回事故調査

委員会を開催いたしました。

事故調査委員会の経過につきましては、現

在、４回の調査委員会を開催しています。

第１回、２回は、事故直後に行った教職員

への聞き取りをまとめた資料等をもとに事故

事実の認定を進めました。給食に係る詳しい

状況を確認する必要性から、第３回には、事

故当日の給食メニューをそろえ、担任により

給食時の様子を再現し、検証いたしました。

また、第４回は、文部科学省の「学校事故対

応に関する調査研究」有識者会議委員をお務

めになった京都精華大学人文学部教授の住友

剛先生をお招きし、調査委員会の進め方及び

報告書について御講義いただきました。

次回は、保護者への聞き取りを行い、家庭

での食事の様子や学校との連携などについて

検証いたします。なお、各回の終了後には、

委員長から保護者へ口頭にて報告しておりま

す。

今後は、その他関係者への聞き取り等を行

い原因究明と再発防止策をまとめていく予定

です。

嶋委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

末宗委員 今、報告があった石垣支援学校の

事故調査委員会だけど、９月に事故が起きて、

もう３月なんだけどね。調査委員会を随分や

っているみたいだけど、大体「鉄は熱いうち

に打て」と言ってね、事故が起きたときが一

番詳しいし、関心もあるし、いろんなことな

んだけれども、時間をこんなに掛けて文書的

には立派なのができるか知らんけど、真心が

入らないんじゃないかな。こんなに掛けると。

後藤特別支援教育課長 保護者さんの御意向

を伺いながら、確認を取って丁寧に進めてい

るつもりです。時間は確かに掛かっておりま

すが、これまで家庭訪問や電話やメール等の

やり取りで、保護者さんの御了承をいただき

ながら、納得をしていただくことを大切にし

てやっております。

それから、各学校に対しては、給食時のチ

ェック等を行い、指導は重ねております。
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末宗委員 保護者が長くしてくれと言いよる

わけ。

後藤特別支援教育課長 保護者さんは３月ま

でに終わることは望まないとおっしゃってお

りましたので。

末宗委員 行政はどう考えるの、３月までに

終わらん方がいいの。

後藤特別支援教育課長 期限を切ってではな

く保護者さんが納得をしていただくというこ

とが必要だと思っておりますので、それまで

十分に審議を進めていきたいと思っておりま

す。

末宗委員 ３月は１つのけじめでね、学校で

も、例えば、校長が異動したり教員が代わっ

たり、教育委員会も代わったりするわけよ。

その中で、詳しい情報が１つの区切りとして

なくなるわけよ。そういうのを勘案しながら、

随分延ばした方がいいというような意見だけ

ど、例えば、保護者だけの問題じゃない、こ

れは大分県の行政のあり方だからね。こうい

う痛ましい事故を本当にこうして調査結果が、

本当にその当時の事故に合うんだろうかと僕

は疑問があるんだけどね。

後藤特別支援教育課長 関係者への聞き取り

は事故後３日以内に行って、聞き取り調査の

記録を残しております。また、それの不足に

至るようなものについては、その都度聞き、

関係者を呼んだり、私たちが伺ったりして聞

き取りをして記録を残していっております。

今後も関係者については、異動した者もおり

ますけれども、その先まで行って伺っていき

たいと考えております。

末宗委員 僕が言っているのと意味が全然行

政の考え方が違うんでね。本当に事故が起き

たときに全力で、僕は調査から何からそんな

に時間かからないと思う。本当に徹底的にや

れば。極端な話、ほかの決断するときは何日

間かで決断せんといけんわけやから。そうい

うことをしきらないの、教育委員会は。

工藤教育長 末宗委員、大変厳しい御意見あ

りがとうございますというか、我々もできる

だけ早くやろうという思いでは保護者の方に

いろいろ説明も重ねてきました。

まず、考えるべきは保護者の御意向をしっ

かり受け止めながらやることが大事だろうと

いうことから、先ほど課長が申し上げました

ように、急いでくれるなと、時間かけてでも

いいから自分たちが納得いくようにきちんと

調査をし、説明も欲しいんだという御意向を

伺いましたので、その線に沿ってやることが

大事だろうということで、今回に関してはそ

ういう形でさせていただきました。

だらだらやればいいとかいう思いは全くご

ざいません。状況が、それこそ時間がたつほ

ど分かりにくくなるという状況もございます

ので、そこら辺もしっかり考えながら、こう

いうことはまた起こるということはあっては

ならないんですけれども、迅速性ということ

にはいつも注意を払いながらやっていきたい

と思います。

今回に関して言いますと、保護者さんがこ

ういう御意向を示されたので、そこは大事に

する必要があるということできちんとやって

きている状況でございます。

濱田委員 芯の通った学校組織の関係で４３

ページ、下の方の主任手当の拠出状況で、今、

全学校が拠出なしと回答ということで、校長

が主任に直接聞き取りというようなことを書

いてありますが、この芯の通った学校組織と

いうのは、平成２４年から５年間でやったわ

けですけれども、一番最初、２４年当時は、

例えば、パーセンテージでいえば、どのくら

い主任手当は拠出されておったんですか。

藤本教育人事課長 調査をしたのが平成２６

年度、そのときが約半数ぐらいは主任手当は

拠出していないというような回答がございま

した。その翌年度についてはゼロ、今年度に

ついてもゼロという形での調査結果となりま

した。

濱田委員 じゃあ、当初はやっぱり半数は返

したということでありますけれども、この返

した方というのは、私は主任ではないと。だ

から、いわゆるその中間管理職の仕事はしな

いという意識で返したんですかね。
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藤本教育人事課長 主任制度が制定されてか

らかなり時間がたっております。そういった

中で、大分県においては主任手当の拠出とい

う形がございましたので、そこを学校が組織

的に動くためには改善する必要があるという

ことで取り組んでまいりました。

主任手当に限らず、主任制度の趣旨、やは

り学校で組織としてどうあるべきかというの

は、この拠出がなくなった現在においても、

校長から主任には必ず伝える、徹底をする、

そして、主任を選ぶときにはそういった芯の

通った学校組織の趣旨、そういったものを伝

えた上で主任に任命するという手続を取って

います。

濱田委員 この返納というのは、これは初め

半数の方の、いわゆる国や県からその主任手

当として出たのを返納というのは、そのお金

はどこに行って、どんな形になったんですか

ね。今はゼロにしても、当時から２年間。

藤本教育人事課長 その先のところは県の会

計等ではございませんので、そこまでの調査

はしておりません。

濱田委員 出すのは出しちょるんでしょう。

藤本教育人事課長 主任手当として本人には

支給はしております。

濱田委員 出したわけでしょう。それ返納さ

れたというのはどこかに行っちょるわけです

ね。それはやっぱり返納したち書いちょる以

上は、前はね、今はないんですよ。だけど、

どこに行ったかやっぱり分からないと悪いん

じゃないですか。

藤本教育人事課長 教職員団体に拠出はして

いるということで、そこは団体にもそういっ

た取組、運動はやめるようにという通知も県

教委からはしております。その内容がどうか

というところまでは調査はしておりません。

濱田委員 推定でそのくらいあるんですか、

金額でいえば。半分のときは。

藤本教育人事課長 おおむね１，７００万円

ぐらいが年間に支給されておりますので、そ

の中での推定になろうかと思います。

濱田委員 それからの追跡調査というのは、

全くやっていない。もう手を挙げたらやりっ

放しと。その代わり、その仕事をしてもらっ

ていないという、お金払うたけどしていない

という結果はやっぱり取らんと悪いんじゃな

いですかな。何か。

藤本教育人事課長 当然、職務の上では業務

はするということでの位置づけでございます

ので、拠出をしたからしないということでは

ないと確認をしております。

濱田委員 現場の校長先生は、もう主任手当

は返上して、自分は主任じゃないと思うても、

やっぱり主任のこういう仕事はやりなさいと

いうことを現場でちゃんとやっちょったんじ

ゃろうね。

藤本教育人事課長 主任としての業務という

のはこういうものだということを徹底したの

がこの芯の通った学校組織の取組をして以降

ということになります。

堤委員 石垣の関係なんだけどね、これ議事

録についてと記載あるんだけれども、今多分、

当然非公開だろうけれども、何年かたてば、

このとき調査委員会はどのように具体的に話

し合われてきたかというのは公開をする予定

があるのかどうかというのが１つと、このお

子さんの御両親については卒業式が３月にあ

ったよね。その対応がどうであったかという

のと、ちょっとさっき濱田委員が聞いたけど

ね、裁判。今、これ裁判どういう状況になっ

ているかというのを、少しちょっと教えて。

もし提訴されているんであれば。

後藤特別支援課長 議事録の公開につきまし

ては、正式な手続にのっとってという形にな

ろうかと思いますので、そこのところは法律

にのっとって公開という形になろうかと思い

ます。

それから、報告書については教育長にまと

まりましたら提出をいたしますし、保護者さ

んにも御報告をいたします。また、報告書に

ついては公開をする予定でおります。

２つ目の卒業式についてですが、御両親が

そろって御参加をいただきました。卒業証書

をお母様にお渡しをするという形で、お母様
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が遺影を抱かれて壇上に上がられて受け取っ

たという形でしております。

それから、裁判等については別府警察署に

ということで、新聞に報道があったと思いま

すけれども、それ以降は何の連絡もございま

せんので、進展は分かりません。

堤委員 報告書については公開ということを

想定しているんだけれども、卒業式の関係で、

私立の問題があったでしょ。私立の場合には、

そこのトップがいろんな問題を判断すると、

じゃ、県教委の場合はトップといったら校長

じゃなくて市教委とか県教委になるんでしょ

うけど、そこがやっぱりかなり違うよね。

ある私立の学校の現場で死亡事故があった

けど、この方が３月に卒業式がね、亡くなっ

た方が。しかし、学校側は卒業式に来るなと

いう事例があるわけだね。しかし、私学とす

れば、強制的にできない。当然トップが決め

ることだからということですね。

非常にその保護者の方も、もう当然怒るけ

どね。そういうときに県教委と私学振興との

違いというのかね、本当、県教委とすればそ

ういうところも含めてきちっと指導している

んだけれども、そういう、私立の学校に対す

る権限もね、県教委が持てとは言わんけれど

も、本当に私学振興・青少年課がそこまで権

限を持てるような、本当にこう、県教委から

情報提供するとか、やってほしいというのは、

これ本当に願うんですわ。

だけど、トップがそうやって決めちゃうで

しょう。もし仮に校長先生が決めちゃったら

大変なことになりますよね、今回の問題はね。

そういう事例が実際今進行しているものだか

ら、是非それは今後注意をして、いろいろ相

談にも乗ってください。これは要望です。

馬場委員 南石垣の子供さんが亡くなるって

いうことで、先ほど中津南も清掃中でしたか、

亡くなるというようなことがあったり、竹田

高校でも剣道部があったんですけど、中津北

で柔道部で事故があったと思うんですけれど

も、その子供さんというのは今どのような状

況になっているのか、もし分かれば。

井上体育保健課長 中津北で柔道事故が起こ

ったのは、平成２７年の５月でございました。

その後はリハビリをしながら療養をしており

ます。

藤本教育人事課長 先ほどは濱田委員の質問

で主任手当の額について、ちょっと誤りがご

ざいましたので、訂正させていただきます。

１，７００というのはおおむねの人数が１，

７００で、予算としては７，４００万円でご

ざいます。

濱田委員 その半分が返納された、約ね。

藤本教育人事課長 その額自体については分

かりません。

嶋委員長 ほかに御質疑等はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

嶋委員長 ほかに御質疑等もないので、③か

ら⑤までの報告をお願いします。

佐藤文化課長 ４月に移転オープンいたしま

す埋蔵文化財センターの概要について御説明

させていただきます。

資料の７ページをお開きください。

まず、上段の事業の進捗状況と今後のスケ

ジュールとして上段に示しておりますが、建

物の改修工事につきましては、先週の３月１

５日に外壁の改修が終了し、全ての工事が完

了したところです。現在は４月２２日のオー

プンに向けて、展示品の準備や執務室の整理

などを行っております。

改修した主な部分は、中段の施設の概要に

示しております。その中で、豊の国考古館と

ＢＶＮＧＯ大友資料館は８ページにイメージ

図を示させていただきました。

豊の国考古館は、考古学の視点から時系列

で大分の歴史を紹介する展示室、ＢＶＮＧＯ

大友資料館は、大友氏遺跡の出土品を中心に

大友氏の栄華を展示する展示室として準備を

進めているところです。

なお、ＢＶＮＧＯ大友資料館のアルファベ

ットの「Ｖ」の字についてですが、１５９５

年に作成された、ヨーロッパで出版されたテ

ィセラという人が作った日本図がありますが、

その中で、九州の大半がこの「ＢＶＮＧＯ」
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と表記されていることから、当時ヨーロッパ

に伝わっていた大友氏の栄華を示すという意

味で当時のヨーロッパでの表記を使用するこ

ととしております。

この埋蔵文化財センターは、多くの県民の

方々に利用していただけるよう、土日祝祭日

も開館いたします。また、埋蔵文化財の活用

を図るというセンターの主要な目的、他県の

状況等を考慮し、入館料は無料としておりま

す。

井上体育保健課長 平成２８年度体力・運動

能力等の調査結果について御説明します。

資料の９ページの上の段、資料１を御覧く

ださい。

まず、県の調査結果でございますが、この

調査は、小学校１年から高校３年まで全員を

対象としております。

この表は、昨年度と今年度の本県の児童生

徒の体力・運動能力の平均を比較したもので、

網掛けの部分が昨年度を上回った項目です。

１９２項目中１５３項目で向上しています。

次に、その下の段の資料２を御覧ください。

これは全国の調査結果でございます。

この調査は、小５・中２を対象に実施して

おりますが、平成２８年度は一番右に太線で

囲んでありますように、小学校５年の男女が

全国７位、中学校２年男子が全国８位、中学

校２年女子が全国１５位という結果でした。

いずれも過去最高となっております。

このような結果から、本県児童生徒の体力

は確実に向上しているものと言えます。その

要因として、本県が取り組んでおります「一

校一実践」等の取組により、運動の実施頻度

が高まったことが考えられます。

次に、本県の児童生徒の体格について御報

告いたします。

資料は１０ページでございます。

まず、上のグラフでございますが、本県の

５歳から１７歳までの肥満傾向児出現率につ

いて、全国平均値と比較したものです。

本年度は、７歳児を除いて全国平均を上回

っております。

肥満の予防に向けては、食習慣や生活習慣

の改善、運動習慣の定着が大切であることか

ら、来年度は福祉保健部と連携し、スクール

ヘルスアップ事業に取り組んでまいりたいと

思います。

甲斐人権・同和教育課長 大分県帰国・外国

人児童生徒受入れマニュアルについて、説明

いたします。

お手元の薄緑の冊子、大分県帰国・外国人

受入れマニュアルの２ページをお開きくださ

い。

まず、第１章として、本書作成の背景とね

らいを掲載しております。

本県では、県内に在住する外国人登録者数

が平成２５年に９，８６２人となり、平成１

０年の約２倍に増加いたしました。

これに伴い、県内の学校に在籍する日本語

指導が必要な外国人児童生徒数及び日本語指

導が必要な日本国籍の児童生徒数も近年増加

傾向にあります。

当該児童生徒の母語は英語、韓国・朝鮮語、

スペイン語など、多言語化しており、地域の

学校における受入れや日本語指導の体制整備

が喫緊の課題となっておりました。

こうした現状を受け、昨年１２月、県内で

帰国・外国人児童生徒の教育に実際に関わっ

ている学校内外の方々の意見をもとに、本県

の実情に合わせ、学校への円滑な受入れに資

することを目的に、本書を作成したところで

ございます。

５ページをお開きください。

第２章の子供の受入れと指導・支援の実際

では、学校での受入れ体制づくりや日本語指

導を始める際の注意事項等を具体的に記載し

ております。

１１ページをお開きください。

第３章の役割分担では、学校管理職、日本

語指導担当教員、学級担任等、学校内の役割

に加え、連携して取り組む市町村教育委員会

等の役割を記載しております。

当マニュアルを活用して、各学校、市町村

を支援し、県全体として帰国・外国人児童生
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徒教育の充実を図ることとしております。

嶋委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

〔「なし」と言う者あり〕

嶋委員長 別に御質疑等もないので、以上で

諸般の報告を終わります。

この際、何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

嶋委員長 別にないようですので、ここで一

言私からお礼を申し上げます。

〔委員長挨拶〕

〔工藤教育長挨拶〕

嶋委員長 それでは、これをもちまして、教

育委員会関係の審査を終わります。

執行部の皆さま、お疲れさまでした。

〔教育委員会、委員外議員退室〕

嶋委員長 これをもちまして、文教警察委員

会を終わります。


